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１ 開  会 

 

２ 議  事 

（１）協議事項 

新たな医療計画における素案について     

【資料１ 救急医療】 

                            【資料２ 災害医療】 

                            【資料３ 小児医療】 

 

    

（２）報告事項 

   札幌圏域江別地区における病院群輪番制病院の設置について 

                                   【資料４】 
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資料 １

素案（案） 素案（たたき台） 備 考

第７節 救急医療体制 第７節 救急医療体制
１ 現 状 １ 現 状

○ 救急医療は「医の原点」と言われており、救急医療資源に限りがある中で、道民の ○ 救急医療は「医の原点」と言われており、救急医療資源に限りがある中で、道民の

誰もが適切な救急医療を受けられるよう、地域の救急医療機関が連携し、質の高い効 誰もが適切な救急医療を受けられるよう、地域の救急医療機関が連携し、質の高い効

果的な救急医療体制を確保することが重要です。 果的な救急医療体制を確保することが重要です。

○ 本道の救急医療の需要は増加傾向にあり、救急車の搬送人員を例にとると平成24年 ○ 本道の救急医療の需要は増加傾向にあり、救急車の搬送人員を例にとると平成24年

の21万3,012人から令和３年の23万1,281人と、コロナ禍における一時的な減少があっ の21万3,012人から令和３年の23万1,281人と、コロナ禍における一時的な減少があっ

たものの、この10年で約8.6％増加しています。 たものの、この10年で約8.6％増加しています。

○ その背景として、高齢化の進行や少子化、核家族化、夫婦共働きなど生活環境の変 ○ その背景として、高齢化の進行や少子化、核家族化、夫婦共働きなど生活環境の変

化、救急医療や救急車利用に対する道民の意識の変化などが挙げられます。 化、救急医療や救急車利用に対する道民の意識の変化などが挙げられます。

○ また、受入施設の関係等から１時間以上の長時間救急搬送人員は、令和３年では全 ○ また、受入施設の関係等から１時間以上の長時間救急搬送人員は、令和３年では全

体の12.8％に当たる２万9,625人となっています。 体の12.8％に当たる２万9,625人となっています。

○ 新型コロナウイルスまん延時においては、救急外来や入院病床の機能が制限された ○ 新型コロナウイルスまん延時においては、救急外来や入院病床の機能が制限された

ことにより、救急患者の受入が困難になる事案（搬送困難事案）が増加、感染者数が ことにより、救急患者の受入が困難になる事案（搬送困難事案）が増加、感染者数が

減少した現在も一定程度生じ続けています。 減少した現在も一定程度生じ続けています。

○ 住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が二次救急医療を担う病 ○ 住民の大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が二次救急医療を担う病

院へ集中し、これに伴い病院勤務医への負担が増大するなどの問題が生じています。 院へ集中し、これに伴い病院勤務医への負担が増大するなどの問題が生じています。

【救急車搬送人員の推移】 【救急車搬送人員の推移】 ●表中年表示変更
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

【収容所要時間別救急搬送人員（令和３年度）】 【収容所要時間別救急搬送人員（令和３年度）】

＊北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況」 ＊ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況」

（救急医療提供体制） （救急医療提供体制）

道では、比較的軽度な救急患者に対する初期救急医療から重症の救急患者に対する 道では、比較的軽度な救急患者に対する初期救急医療から重症の救急患者に対する

二次救急医療、重篤な救急患者の救命医療を担う三次救急医療までの体系的な医療体 二次救急医療、重篤な救急患者の救命医療を担う三次救急医療までの体系的な医療体

制や救急搬送体制を整備しています。 制や救急搬送体制を整備しています。

初期救急医療 初期救急医療

主に軽度の救急患者に外来診療を行う初期救急医療は、在宅当番医制や休日夜間急 主に軽度の救急患者に外来診療を行う初期救急医療は、在宅当番医制や休日夜間急

患センター等により体制を確保しています。 患センター等により体制を確保しています。

令和５年４月現在 令和５年４月現在

二次救急医療 二次救急医療

入院治療を必要とする重症救急患者に対する二次救急医療は、21の全ての第二次医 入院治療を必要とする重症救急患者に対する二次救急医療は、21の全ての第二次医

療圏で病院群輪番制参加医療機関や救急告示医療機関により体制を確保しています。 療圏で病院群輪番制参加医療機関や救急告示医療機関により体制を確保しています。

令和５年４月現在 令和５年４月現在

294施設

救急告示医療機関 274施設

病院群輪番制参加医療機関 137施設

（うち、救急告示を受けていない医療機関） (20施設)

二次救急医療機関（計）

在 宅 当 番 医 制 の 実 施 41郡市医師会

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 15施設

在 宅 当 番 医 制 の 実 施 41郡市医師会

休 日 夜 間 急 患 セ ン タ ー 15施設

294施設

救急告示医療機関 274施設

病院群輪番制参加医療機関 137施設

（うち、救急告示を受けていない医療機関） (20施設)

二次救急医療機関（計）
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

三次救急医療 三次救急医療

○ 心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による多発外傷などの重篤救急患者の救命医療を担 ○ 心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による多発外傷などの重篤救急患者の救命医療を担

う三次救急医療は、全ての第三次医療圏において、24時間365日体制で救命医療を行 う三次救急医療は、全ての第三次医療圏において、24時間365日体制で救命医療を行

う救命救急センターにより体制を確保しています。 う救命救急センターにより体制を確保しています。

○ また、全道域を対象に広範囲熱傷、急性中毒などの特殊疾病患者に対する救命医療 ○ また、全道域を対象に広範囲熱傷、急性中毒などの特殊疾病患者に対する救命医療

を行う高度救命救急センターを札幌医科大学附属病院に整備しています。 を行う高度救命救急センターを札幌医科大学附属病院に整備しています。

○ さらに、重篤救急患者の救命率の向上などを図るため、医師、看護師が搭乗して救 ○ さらに、重篤救急患者の救命率の向上などを図るため、医師、看護師が搭乗して救

急現場等から医療機関に搬送するまでの間、救命治療を行うドクターヘリを道央・道 急現場等から医療機関に搬送するまでの間、救命治療を行うドクターヘリを道央・道

北・道東・道南に導入し、全道を運航圏としています。 北・道東・道南に導入し、全道を運航圏としています。

令和５年４月現在 令和５年４月現在

救急搬送 救急搬送

○ 救急搬送は、救急車、ドクターヘリによるほか、ドクターカー、消防防災ヘリコプ ○ 救急搬送は、救急車、ドクターヘリによるほか、ドクターカー、消防防災ヘリコプ

ター等の活用により実施しています。 ター等の活用により実施しています。

○ また、消防機関と医療機関との連携の下、救急搬送途上等における救急医療の質の ○ また、消防機関と医療機関との連携の下、救急搬送途上等における救急医療の質の

向上を図るため、メディカルコントロールに基づく病院前救護体制＊１の充実を図っ 向上を図るため、メディカルコントロールに基づく病院前救護体制＊１の充実を図っ

ています。 ています。

【ドクターヘリ出動件数の推移（平成24年度～令和３年度）】 （単位：件） 【ドクターヘリ出動件数の推移（平成24年度～令和３年度）】 （単位：件）

救命救急センター（高度救命救急センター１施設含む） 13施設

ドクターヘリの運航（道央・道北・道東・道南） ４機体制

救命救急センター（高度救命救急センター１施設含む） 13施設

ドクターヘリの運航（道央・道北・道東・道南） ４機体制
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

●表中年表示変更

＊ 道の消防防災ヘリコプターのほか、道の要請により札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、北海道警察が所有するヘリコプターで救急活 ＊ 道の消防防災ヘリコプターのほか、道の要請により札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、北海道警察が所有するヘリコプターで救急活

動等に出動した件数（ドクターヘリの実績は除く）。 動等に出動した件数（ドクターヘリの実績は除く）。

【参考】 ●患者搬送固定翼機による搬

地域の住民が必要に応じ、都市部の医療機関において、高度専門医療が受けられる 送を参考記載

よう患者搬送固定翼機（メディカルウイング）＊２を運航しています。

【関連：第３章第10節「へき地医療体制」】

＊１ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制：傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的に、救急現

＊１ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制：傷病者の救命率の向上や合併症の発生率の低下等の予後の向上を目的に、救急現 場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示又は指導・助言等の下に救命救急士等が気管挿管等の医行為を実施すること。

場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の指示又は指導・助言等の下に救命救急士等が気管挿管等の医行為を実施すること。 ●記載場所変更

＊２ 患者搬送固定翼機（メディカルウイング）：地域の医療機関では提供できない高度・専門的医療を必要とする患者を医師による継続

的な医学的管理を行いながら、計画的に搬送することを目的とし、医師等の搭乗が可能な医療機器等を装備した固定翼機

（道民への情報提供や普及啓発） （道民への情報提供や普及啓発）

救急当番医療機関等を電話やインターネットなどで確認できる｢北海道救急医療･広 救急当番医療機関等を電話やインターネットなどで確認できる｢北海道救急医療･広

域災害情報システム＊１」により情報提供しているほか、自動体外式除細動器（ＡＥ 域災害情報システム＊１」により情報提供しているほか、自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）＊２の使用方法を含む救急法等講習会の実施やＡＥＤの設置促進、ポスター・ Ｄ）＊２の使用方法を含む救急法等講習会の実施やＡＥＤの設置促進、ポスター・

リーフレット等の配布などにより救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普及啓 リーフレット等の配布などにより救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普及啓

発を行っています。 発を行っています。

また、人生の最終段階における医療・ケアについて、患者本人が家族等や医療・ケ また、人生の最終段階における医療・ケアについて、患者本人が家族等や医療・ケ

アチームと繰り返し話し合う取組である人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プラ アチームと繰り返し話し合う取組である人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プラ

ンニング）に関する普及啓発を行っています。 ンニング）に関する普及啓発を行っています。

消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー 等 146件＊出動（令和４年度）

救 急 車 数 429台

（ う ち 高 規 格 救 急 車 ） （412台） 令和４年４月現在

特定医療行為に係る研修体制の確保

北海道救急業務高度化推進協議会の開催

地域メディカルコントロール協議会の開催

病 院 前 救 護 体 制 の 充 実

区　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 合　計

道　央 374 301 328 326 333 349 310 329 308 278 3,236

道　北 413 455 500 411 430 428 386 381 265 297 3,966

道　東 309 339 393 419 371 350 335 272 211 188 3,187

道　南 － － 23 237 338 396 408 381 359 396 2,538

合　計 1,096 1,095 1,244 1,393 1,472 1,523 1,439 1,363 1,143 1,159 12,927

消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー 等 146件＊出動（令和４年度）

救 急 車 数 429台

（ う ち 高 規 格 救 急 車 ） （412台） 令和４年４月現在

特定医療行為に係る研修体制の確保

北海道救急業務高度化推進協議会の開催

地域メディカルコントロール協議会の開催

病 院 前 救 護 体 制 の 充 実

区　分 平成29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

運航実績 21 30 27 19 15 12

区　分 平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 合　計

道　央 374 301 328 326 333 349 310 329 308 278 3,236

道　北 413 455 500 411 430 428 386 381 265 297 3,966

道　東 309 339 393 419 371 350 335 272 211 188 3,187

道　南 － － 23 237 338 396 408 381 359 396 2,538

合　計 1,096 1,095 1,244 1,393 1,472 1,523 1,439 1,363 1,143 1,159 12,927
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

【北海道救急医療・広域災害情報システムによる情報提供】 【北海道救急医療・広域災害情報システムによる情報提供】

【病院前救護に係る現状】 【病院前救護に係る現状】

＊ 一般財団法人 日本救急医療財団ホームページ ＊ 一般財団法人 日本救急医療財団ホームページ

＊ 消防庁「救急・救助の現況」（令和元年版）（上級、普通、その他講習受講者の合計） ＊ 消防庁「救急・救助の現況」（令和元年版）（上級、普通、その他講習受講者の合計）

＊１ 北海道救急医療･広域災害情報システム：医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをコンピュータネットワークで結び、休日、 ＊１ 北海道救急医療･広域災害情報システム：医療機関、消防機関、救急医療情報案内センターをコンピュータネットワークで結び、休日、

夜間の救急医療対応医療機関情報の道民への提供や消防機関・医療機関における救急対応に必要な情報収集・提供等を行うシステムの 夜間の救急医療対応医療機関情報の道民への提供や消防機関・医療機関における救急対応に必要な情報収集・提供等を行うシステムの

こと。 こと。

＊２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）：Automated External Defibrillator の略。心室細動等による心停止者に対し、必要な場合にのみ心 ＊２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）：Automated External Defibrillator の略。心室細動等による心停止者に対し、必要な場合にのみ心

臓に電気ショック（除細動）を実施することができる機器で、平成16年７月から一般市民が使用できるようになった。 臓に電気ショック（除細動）を実施することができる機器で、平成16年７月から一般市民が使用できるようになった。

２ 課 題 ２ 課 題

（初期救急医療体制及び二次救急医療体制の充実） （初期救急医療体制及び二次救急医療体制の充実）

地域によっては、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているとともに、住民の 地域によっては、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているとともに、住民の

大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が多く、二次救急病院勤務医への 大病院・専門医志向などを背景に軽症者の夜間受診が多く、二次救急病院勤務医への

負担が増大している状況です。このため、初期救急医療と二次救急医療を担う医療機 負担が増大している状況です。このため、初期救急医療と二次救急医療を担う医療機

関の役割分担と連携体制の強化が求められています。 関の役割分担と連携体制の強化が求められています。

（三次救急医療体制の充実） （三次救急医療体制の充実）

三次救急を担う救命救急センターは、全ての第三次医療圏に整備（合計13か所）さ 三次救急を担う救命救急センターは、全ての第三次医療圏に整備（合計13か所）さ

れていますが、面積が広大な本道においては、ドクターヘリの一層の有効活用など三 れていますが、面積が広大な本道においては、ドクターヘリの一層の有効活用など三

次救急医療体制の充実が求められています。 次救急医療体制の充実が求められています。

また、救命救急センターの中でも、高度救命救急センターについては、特に高度な また、救命救急センターの中でも、高度救命救急センターについては、特に高度な

診療機能を有し、通常の救命救急センターでは対応困難な重症外傷等の診療を担うと 診療機能を有し、通常の救命救急センターでは対応困難な重症外傷等の診療を担うと

ともに、平時から高度で専門的な知識や技術を要する患者へ対応可能な医師・看護師 ともに、平時から高度で専門的な知識や技術を要する患者へ対応可能な医師・看護師

等の人材育成・配置、院内の体制整備を行い、地域における重篤患者を集中的に受け 等の人材育成・配置、院内の体制整備を行い、地域における重篤患者を集中的に受け

入れる役割を担うことが求められています。 入れる役割を担うことが求められています。

 http://www.qq.pref.hokkaido.jp

  フリーダイヤル    0120－20－8699

携帯電話等から　 011－221－8699

情 報 案 内 セ ン タ ー 電 話 案 内 件 数   43,374件　　　　　　　　

ホ ー ム ペ ー ジ 検 索 件 数   852,188件　　　　　　　　

ホームページアドレス（パソコン・スマートフォン等から）

情 報 案 内 セ ン タ ー 電 話 番 号 等

救急医療情報システム利用状況（令和３年度）

AED設置台数（令和５年８月）＊ 13,626台

応急手当普及講習受講者数（令和３年）＊ 34,989人

 http://www.qq.pref.hokkaido.jp

  フリーダイヤル    0120－20－8699

携帯電話等から　 011－221－8699

情 報 案 内 セ ン タ ー 電 話 案 内 件 数   43,374件　　　　　　　　

ホ ー ム ペ ー ジ 検 索 件 数   852,188件　　　　　　　　

ホームページアドレス（パソコン・スマートフォン等から）

情 報 案 内 セ ン タ ー 電 話 番 号 等

救急医療情報システム利用状況（令和３年度）

AED設置台数（令和５年８月）＊ 13,626台

応急手当普及講習受講者数（令和３年）＊ 34,989人
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

（救急搬送体制の充実） （救急搬送体制の充実）

○ 本道の広域性を踏まえ、ドクターヘリと消防防災ヘリコプター等や平成29年７月に ○ 本道の広域性を踏まえ、ドクターヘリと消防防災ヘリコプター等や平成29年７月に ●記載場所変更による削除

整備した患者搬送固定翼機（メディカルウイング） との効果的な連携が求められ 整備した患者搬送固定翼機（メディカルウイング）＊１との効果的な連携が求められ

ています。 ています。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の一層の充実が求められていま ○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の一層の充実が求められていま

す。 す。

（道民への情報提供や普及啓発） （道民への情報提供や普及啓発）

○ 救急医療に関する知識を広く道民に提供するために、北海道救急医療・広域災害情 ○ 救急医療に関する知識を広く道民に提供するために、北海道救急医療・広域災害情

報システムの充実やＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を開催する必要がありま 報システムの充実やＡＥＤの使用方法を含む救急法等講習会を開催する必要がありま

す。 す。

○ 救急医療機関や救急車の適切な利用を図るため、道民に対し、一層の啓発が必要で ○ 救急医療機関や救急車の適切な利用を図るため、道民に対し、一層の啓発が必要で

す。 す。

○ 高齢化が一層進むことから、救急医療機関の機能と役割を明確にし、入院、退院あ ○ 高齢化が一層進むことから、救急医療機関の機能と役割を明確にし、入院、退院あ

るいは転院時におけるかかりつけ医等の医療機関や介護保険施設などとの連携強化が るいは転院時におけるかかりつけ医等の医療機関や介護保険施設などとの連携強化が

必要です。 必要です。

〇 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受け入れられるような 〇 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受け入れられるような

環境の整備を進めるため、道民や医療従事者向けに人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ 環境の整備を進めるため、道民や医療従事者向けに人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・

ケア・プランニング）に関する研修会を開催するなどの取組が必要です。 ケア・プランニング）に関する研修会を開催するなどの取組が必要です。

３ 必要な医療機能 ３ 必要な医療機能

（初期から三次に至る救急医療体制の充実） （初期から三次に至る救急医療体制の充実）

重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、初期から三次救急医療に至る体系 重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、初期から三次救急医療に至る体系

的な医療提供体制の充実を図るとともに、救急医療機関の負担軽減や病床確保を図る 的な医療提供体制の充実を図るとともに、救急医療機関の負担軽減や病床確保を図る

ため、急性期を脱した患者を地域で受け入れられるよう、かかりつけ医等の医療機関 ため、急性期を脱した患者を地域で受け入れられるよう、かかりつけ医等の医療機関

や介護保険施設等の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。 や介護保険施設等の機能に応じた連携体制を構築することが必要です。

また、令和６年４月に施行の医師の時間外・休日労働の上限規制に適切に対応した また、令和６年４月からの医師の働き方改革の本格施行を踏まえた医療体制の確保 ●表現の修正

医療体制の確保が必要です。 が必要です。

（病院前救護及び救急搬送体制の充実） （病院前救護及び救急搬送体制の充実）

ＡＥＤの使用方法を含む救急法等の一般道民への普及及び本道の広域性を考慮し、 ＡＥＤの使用方法を含む救急法等の一般道民への普及及び本道の広域性を考慮し、

救急車等による陸路搬送のほか、ヘリコプターなどによる搬送も活用した、より迅速 救急車等による陸路搬送のほか、ヘリコプターなどによる搬送も活用した、より迅速

な救急搬送体制の整備を図ることが必要です。 な救急搬送体制の整備を図ることが必要です。

また、救急患者の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療機関 また、救急患者の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療機関

への受入が適切に行われるための取組が必要です。 への受入が適切に行われるための取組が必要です。

（新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保） （新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保）

新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立できる 新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立できる

ような体制を構築することが必要です。 ような体制を構築することが必要です。

＊１ 患者搬送固定翼機（メディカルウイング）：地域の医療機関では提供できない高度・専門的医療を必要とする患者を医師による継続 ●記載場所変更による削除

的な医学的管理を行いながら、計画的に搬送することを目的とし、医師等の搭乗が可能な医療機器等を装備した固定翼機
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

４ 数値目標等 ４ 数値目標等

●所要の文言修正

５ 数値目標等を達成するために必要な施策 ５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（初期救急医療体制の充実） （初期救急医療体制の充実）

○ 原則、市町村を単位として初期救急医療を確保します。 ○ 原則、市町村を単位として初期救急医療を確保します。

○ 在宅当番医制の実施や休日夜間急患センターの運営については、診療所等の積極的 ○ 在宅当番医制の実施や休日夜間急患センターの運営については、診療所等の積極的

な参加を促進するとともに、インフルエンザなどの感染症の流行等にも適切に対応で な参加を促進するとともに、インフルエンザなどの感染症の流行等にも適切に対応で

きるよう、医師会や保健所、二次・三次救急医療機関との連携に努めます。 きるよう、医師会や保健所、二次・三次救急医療機関との連携に努めます。

（二次救急医療体制の充実） （二次救急医療体制の充実）

○ 原則、第二次医療圏を単位として重症患者の救急医療を24時間365日体制で実施し ○ 原則、第二次医療圏を単位として重症患者の救急医療を24時間365日体制で実施し

ます。 ます。

○ 地域によっては、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているなどの状況を踏ま ○ 地域によっては、初期救急医療を二次救急医療機関が担っているなどの状況を踏ま

え、初期・二次医療機関の医療機能の明確化と役割分担の適正化のため、医療機関、 え、初期・二次医療機関の医療機能の明確化と役割分担の適正化のため、医療機関、

消防機関等の関係機関の連携を一層推進し、体制の整備に努めます。 消防機関等の関係機関の連携を一層推進し、体制の整備に努めます。

○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の他職種へのタスク・シフト／ ○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の多職種へのタスク・シフト／ ●所要の文言修正

シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる他職種の業務分担や効率化を推 シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる多職種の業務分担や効率化を推

進します。 進します。

（三次救急医療体制の充実） （三次救急医療体制の充実）

○ 原則、第三次医療圏を単位として、重篤・重症患者に対する救命医療を確保し、救 ○ 原則、第三次医療圏を単位として、重篤・重症患者に対する救命医療を確保し、救

命率の向上を図ります。 命率の向上を図ります。

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

100 100 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

6 6 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

全道運航圏
全道運航圏

を維持
現状維持

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

5 21 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

12.8 全国平均以下
全国平均以下

を維持
（R3：13.1）

北海道総務部「令和４年
消防年報」（令和３年救急
救助年報）

13.7 全国平均以上
全国平均以上

を維持
（R3：11.1）

救急・救助の現状
［消防庁］
（令和４年度版）

8.2 全国平均以上
全国平均以上

を維持
（R3：6.9）

救急・救助の現状
［消防庁］
（令和４年度版）

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

在宅当番医制等初期救急医療の確保市町村割
合（％）

病院群輪番制の実施第二次医療圏数（医療圏）

救命救急センターの整備第三次医療圏数（医療
圏）

ドクターヘリの運航圏の維持（運航圏）

救 急 患 者 の
予 後 等

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の
時点が目撃された症例の1ヶ月後生存率（％）

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の
時点が目撃された症例の1ヶ月後社会復帰率
（％）

実 施 件 数 等

救急法等講習会の実施第二次医療圏数（医療
圏）

救急自動車による搬送時間が1時間以上の救急
患者割合（％）

現状値 目標値（R11） 目標数値の考え方 現状値の出典（年次）

100 100 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

6 6 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

全道運航圏
全道運航圏

を維持
現状維持

北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

5 21 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年４月現在）

12.8 全国平均以下
全国平均以下

を維持
（R3：13.1）

北海道総務部「令和４年
消防年報」（令和３年救急
救助年報）

13.7 全国平均以上
全国平均以上

を維持
（R3：11.1）

救急・救助の現状
［消防庁］
（令和４年度版）

8.2 全国平均以上
全国平均以上

を維持
（R3：6.9）

救急・救助の現状
［消防庁］
（令和４年度版）

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の
時点が目撃された症例の1か月後社会復帰率
（％）

実 施 件 数 等

救急法等講習会の実施第二次医療圏数（医療
圏）

救急自動車による搬送時間が1時間以上の救急
患者割合（％）

指標区分 指標名（単位）

体 制 整 備

在宅当番医制等初期救急医療の確保市町村割
合（％）

病院群輪番制の実施第二次医療圏数（医療圏）

救命救急センターの整備第三次医療圏数（医療
圏）

ドクターヘリの運航圏の維持（運航圏）

救 急 患 者 の
予 後 等

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の
時点が目撃された症例の1か月後生存率（％）
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

○ 全ての第三次医療圏で救命救急センターを整備していますが、ドクターヘリの運航 ○ 全ての第三次医療圏で救命救急センターを整備していますが、ドクターヘリの運航

状況の分析・検討を行いつつ、ドクターヘリのより効果的な運航を図るため関係機関 状況の分析・検討を行いつつ、ドクターヘリのより効果的な運航を図るため関係機関

との連携を一層進めるなど、三次救急医療の確保・充実に努めます。 との連携を一層進めるなど、三次救急医療の確保・充実に努めます。

○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の他職種へのタスク・シフト／ ○ 救急医療提供体制の機能向上のため、救急救命士等の多職種へのタスク・シフト／ ●所要の文言修正

シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる他職種の業務分担や効率化を推 シェアを含め、地域の実情に応じた救急医療に携わる多職種の業務分担や効率化を推

進します。 進します。

（救急搬送体制の充実） （救急搬送体制の充実）

○ ドクターヘリや消防防災ヘリコプター等の航空機の活用及び高規格救急自動車の整 ○ ドクターヘリや消防防災ヘリコプター等の航空機の活用及び高規格救急自動車の整

備を促進します。 備を促進します。

○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の充実を図るとともに、救急患者 ○ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制の充実を図るとともに、救急患者

の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療機関への受入が適切に の受入が困難となる事案が生じないよう、傷病者の搬送と医療機関への受入が適切に

行われるための取組を推進します。 行われるための取組を推進します。

（道民への情報提供や普及啓発） （道民への情報提供や普及啓発）

○ 北海道救急医療・広域災害情報システムの利便性の向上に努めるほか、救急医療に ○ 北海道救急医療・広域災害情報システムの利便性の向上に努めるほか、救急医療に

関する必要な情報提供等を行います。 関する必要な情報提供等を行います。

○ ＡＥＤの整備促進や救急法等講習会を開催するなど普及啓発を行います。 ○ ＡＥＤの整備促進や救急法等講習会を開催するなど普及啓発を行います。

○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普及 ○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用に関する普及

啓発を行います。 啓発を行います。

○ 救急医療機関、かかりつけ医、介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携を図 ○ 救急医療機関、かかりつけ医、介護保険施設、精神科救急等、関係機関の連携を図

ります。 ります。

【関連：第３章第６節「精神疾患の医療連携体制」（P73)及び同第13節「在宅医療の提供体制」（P140）】 【関連：第３章第６節「精神疾患の医療連携体制」（P31)及び同第12節「在宅医療の提供体制」（P91）】 ●掲載ページ修正

○ 道民や医療従事者向けの研修会を開催するなど人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケ ○ 道民や医療従事者向けの研修会を開催するなど人生会議（ＡＣＰ：アドバンス・ケ

ア・プランニング）に関する普及啓発を行います。 ア・プランニング）に関する普及啓発を行います。

（新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保） （新興感染症の発生・まん延時の救急医療体制の確保）

○ 新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療が提 ○ 新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療が提

供できるよう、北海道感染症連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と協議の上、 供できるよう、北海道感染症連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と協議の上、

平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機関等と当 平時から計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医療機関等と当

該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう努めます。 該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう努めます。

６ 医療連携圏域の設定 ６ 医療連携圏域の設定

救急医療に係る医療連携圏域は、症状等に応じて、それぞれ本計画に定める次の医 救急医療に係る医療連携圏域は、症状等に応じて、それぞれ本計画に定める次の医

療圏単位を基本とします。 療圏単位を基本とします。

初期救急医療 初期救急医療

初期救急医療は、原則、市町村を単位とする第一次医療圏とします。 初期救急医療は、原則、市町村を単位とする第一次医療圏とします。

二次救急医療 二次救急医療

二次救急医療は、比較的高度で専門性の高い医療サービスを提供し、入院医療サー 二次救急医療は、比較的高度で専門性の高い医療サービスを提供し、入院医療サー

ビスの完結を目指す医療圏である第二次医療圏とします。 ビスの完結を目指す医療圏である第二次医療圏とします。

三次救急医療 三次救急医療

三次救急医療は、高度で専門的な医療サービスを提供する医療圏である第三次医療 三次救急医療は、高度で専門的な医療サービスを提供する医療圏である第三次医療

圏とします。 圏とします。
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

７ 医療機関等の具体的名称 ７ 医療機関等の具体的名称

初期救急医療機関 初期救急医療機関

【休日夜間急患センター（15施設）】 令和５年４月現在 【休日夜間急患センター（15施設）】 令和５年４月現在

二次救急医療機関 二次救急医療機関

第８章別表参照（294施設） 第８章別表参照（294施設）

三次救急医療機関 三次救急医療機関

【救命救急センター（13施設）】 令和５年４月現在 【救命救急センター（13施設）】 令和５年４月現在

◎：高度救命救急センター ●：地域救命救急センター DH：ドクターヘリ基地病院 ◎：高度救命救急センター ●：地域救命救急センター DH：ドクターヘリ基地病院

＊ 救急医療に係る各医療機関名簿は、第８章別表により随時更新 ＊ 救急医療に係る各医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

第三次
医療圏

第二次
医療圏

指定年月日

道 南 南 渡 島 DH 市立函館病院 昭和56年４月１日
市立札幌病院 平成５年４月１日

◎ 札幌医科大学附属病院 平成14年４月１日
DH 手稲渓仁会病院 平成17年３月25日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日

北海道大学病院 令和３年12月24日
中 空 知 ● 砂川市立病院 平成23年12月１日

DH 旭川赤十字病院 昭和53年７月10日
旭川医科大学病院 平成22年10月１日

上 川 北 部 ● 名寄市立総合病院 平成27年８月１日
オホーツク 北 網 北見赤十字病院 平成４年４月１日
十 勝 十 勝 JA北海道厚生連帯広厚生病院 平成11年５月６日
釧路・根室 釧 路 DH 市立釧路総合病院 昭和57年10月１日

道 央

道 北

病院名

上 川 中 部

札幌

第三次
医療圏

第二次
医療圏

施設名 診療科目

道 南 南 渡 島 函館市夜間急病センター 内科・小児科・外科

札幌市医師会夜間急病センター 内科・小児科・耳鼻科・眼科

江別市夜間急病センター 内科・小児科

千歳市休日夜間急病センター 内科

恵庭市夜間・休日急病診療所 内科・小児科

北広島市夜間急病センター 内科・小児科

後 志 小樽市夜間急病センター 内科・小児科・外科

南 空 知 岩見沢市夜間急病センター 内科・小児科

西 胆 振 胆振西部救急センター 内科・小児科

東 胆 振 苫小牧市夜間・休日急病センター 内科・小児科

北見市休日夜間急病センター 内科・小児科・外科

網走市休日内科急病センター 内科

遠 紋 紋別市休日夜間急病センター 内科・外科

十 勝 十 勝 帯広市夜間急病センター 内科・小児科

釧路・根室 釧 路 釧路市夜間急病センター 内科・小児科

オホーツク

道 央

札 幌

北 網

第三次
医療圏

第二次
医療圏

施設名 診療科目

道 南 南 渡 島 函館市夜間急病センター 内科・小児科・外科

札幌市医師会夜間急病センター 内科・小児科・耳鼻科・眼科

江別市夜間急病センター 内科・小児科

千歳市休日夜間急病センター 内科

恵庭市夜間・休日急病診療所 内科・小児科

北広島市夜間急病センター 内科・小児科

後 志 小樽市夜間急病センター 内科・小児科・外科

南 空 知 岩見沢市夜間急病センター 内科・小児科

西 胆 振 胆振西部救急センター 内科・小児科

東 胆 振 苫小牧市夜間・休日急病センター 内科・小児科

北見市休日夜間急病センター 内科・小児科・外科

網走市休日内科急病センター 内科

遠 紋 紋別市休日夜間急病センター 内科・外科

十 勝 十 勝 帯広市夜間急病センター 内科・小児科

釧路・根室 釧 路 釧路市夜間急病センター 内科・小児科

オホーツク

道 央

札 幌

北 網

第三次
医療圏

第二次
医療圏

指定年月日

道 南 南 渡 島 DH 市立函館病院 昭和56年４月１日
市立札幌病院 平成５年４月１日

◎ 札幌医科大学附属病院 平成14年４月１日
DH 手稲渓仁会病院 平成17年３月25日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日

北海道大学病院 令和３年12月24日
中 空 知 ● 砂川市立病院 平成23年12月１日

DH 旭川赤十字病院 昭和53年７月10日
旭川医科大学病院 平成22年10月１日

上 川 北 部 ● 名寄市立総合病院 平成27年８月１日
オホーツク 北 網 北見赤十字病院 平成４年４月１日
十 勝 十 勝 JA北海道厚生連帯広厚生病院 平成11年５月６日
釧路・根室 釧 路 DH 市立釧路総合病院 昭和57年10月１日

道 央

道 北

病院名

上 川 中 部

札幌
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割 ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 夜間や休日等に、急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、各郡市歯科医師会 ○ 夜間や休日等に、急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、各郡市歯科医師会

が実施する歯科診療所の輪番制又は歯科保健センターを活用した休日救急歯科医療体 が実施する歯科診療所の輪番制又は歯科保健センターを活用した休日救急歯科医療体

制を支援します。 制を支援します。

○ 口腔顎顔面外傷に対する歯科診療所と病院歯科等の高次歯科医療機関との病診連携 ○ 口腔顎顔面外傷に対する歯科診療所と病院歯科等の高次歯科医療機関との病診連携

や医科歯科連携の充実に努めます。 や医科歯科連携の充実に努めます。

９ 薬局の役割 ９ 薬局の役割

休日・夜間の処方せん受入体制については、薬局による輪番制や当番医療機関の近 休日・夜間の処方せん受入体制については、薬局による輪番制や当番医療機関の近

隣薬局での対応が行われています。今後とも、休日・夜間の診療体制など、地域の実 隣薬局での対応が行われています。今後とも、休日・夜間の診療体制など、地域の実

情に合わせ、薬局が相互に連携し、休日・夜間における調剤応需のほか、市販薬を含 情に合わせ、薬局が相互に連携し、休日・夜間における調剤応需のほか、市販薬を含

めた医薬品等の供給体制の充実に努めます。 めた医薬品等の供給体制の充実に努めます。

10 訪問看護事業所の役割 10 訪問看護事業所の役割

○ 救命救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医との連携 ○ 救命救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医との連携

の下、治療の継続を支援します。 の下、治療の継続を支援します。

○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等について、本人 ○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等について、本人

・家族、主治医、救急隊員等との情報共有、連携に努めます。 ・家族、主治医、救急隊員等との情報共有、連携に努めます。

【関連：第３章第13節「在宅医療の提供体制」（P140）】 【関連：第３章第12節「在宅医療の提供体制」（P91）】 ●掲載ページ修正
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

＜重症・複数科にわたるすべての重篤救急患者の受入体制＞

＜比較的軽症な救急患者の診療体制＞

三次救急医療（２４時間）

救 急 医 療 連 携 体 制

（令和5年4月現在）

初期救急医療（休日・夜間）

＜手術・入院を要する重症救急患者の受入体制＞

消 防 機 関 等

● 北海道救急医療・広域災害情報システム

＜24時間体制で医療機関情報を提供＞

● メディカルコントロールに基づく病院前救護体制

● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動

搬
送

受
診

搬
送

搬
送

救 急 患 者

重

症

度

情 報 提 供 等

◎本体制における医療機関等は第８章別表に掲載
※精神科救急医療は第３章第６節に記載

連
携

○休日夜間急患センター [ 15施設 ]

○在宅当番医制 [ 124市町村

～41郡市医師会：約1,300施設 ］

（両者を実施している地区は、相互に補完）

○救命救急センター
[1３施設（うち、高度救命救急センター１施設）]

○ドクターヘリ
[救命救急センターで実施 ：道央、道北、道東、道南 ]

二次救急医療（休日・夜間）

○病院群輪番制参加医療機関 ［ 137施設 ］

○救急告示医療機関 ［ 274施設 ］

転
送

転
送

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

連
携

連
携

＜重症・複数科にわたるすべての重篤救急患者の受入体制＞

＜比較的軽症な救急患者の診療体制＞

三次救急医療（２４時間）

救 急 医 療 連 携 体 制

（令和5年4月現在）

初期救急医療（休日・夜間）

＜手術・入院を要する重症救急患者の受入体制＞

消 防 機 関 等

● 北海道救急医療・広域災害情報システム

＜24時間体制で医療機関情報を提供＞

● メディカルコントロールに基づく病院前救護体制

● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動

搬
送

受
診

搬
送

搬
送

救 急 患 者

重

症

度

情 報 提 供 等

◎本体制における医療機関等は第８章別表に掲載
※精神科救急医療は第３章第６節に記載

連
携

○休日夜間急患センター [ 15施設 ]

○在宅当番医制 [ 124市町村

～41郡市医師会：約1,300施設 ］

（両者を実施している地区は、相互に補完）

○救命救急センター
[1３施設（うち、高度救命救急センター１施設）]

○ドクターヘリ
[救命救急センターで実施 ：道央、道北、道東、道南 ]

二次救急医療（休日・夜間）

○病院群輪番制参加医療機関 ［ 137施設 ］

○救急告示医療機関 ［ 274施設 ］

転
送

転
送

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

連
携

連
携
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資料 ２

素 案 素 案【たたき台】 備 考

第８節 災害医療体制 第８節 災害医療体制
１ 現 状 １ 現 状

○ 広大な面積を有する本道では、これまで台風や集中豪雨等の猛威を始め、北海道南 ○ 広大な面積を有する本道では、これまで台風や集中豪雨等の猛威を始め、北海道南 ● 近年の動向を踏まえ、

西沖地震や十勝沖地震などによる津波、長い避難を余儀なくされた有珠山等の火山噴 西沖地震や十勝沖地震などによる津波、長い避難を余儀なくされた有珠山等の火山噴 追加記載。

火や竜巻の襲来、平成30年北海道胆振東部地震などの自然災害により、大きな被害を 火や竜巻の襲来、平成30年北海道胆振東部地震などの自然災害により、大きな被害を

受けています。 受けています。

将来的にも、日本海溝や千島海溝沿いでの巨大地震と津波の発生により、太平洋沿

岸の地域において甚大な被害が生じるなど、大きな災害が発生することが懸念されて

います。

○ また、災害には、これらのほかに、原子力発電所の事故等により発生する原子力災 ○ また、災害には、これらのほかに、原子力発電所等による原子力災害、テロ、鉄道 ● 所要の文言修正

害＊１、テロ、航空機・列車事故といった人為災害に至るまで様々な種類があり、同 事故といった人為災害に至るまで様々な種類があり、同じ種類の災害であっても、発

じ種類の災害であっても、発生場所、発生時刻や時期等によって被災・被害の程度は 生場所、発生時刻や時期等によって被災・被害の程度は大きく異なります。

大きく異なります。

○ そのような様々な災害発生に備え、「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」に ○ そのような様々な災害発生に備え、「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」に

おいて道・市町村・医療機関等が取り組む医療救護活動を定めています。 おいて道・市町村・医療機関等が取り組む医療救護活動を定めています。

＊１ 原子力災害時の医療活動については，北海道地域防災計画（原子力防災計画編）に定められている。
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

＊１ ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Teamの略、大地震及び航空機・列車事故といった災害時に迅速に駆けつけ、救急治療を ＊１ ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Teamの略、大地震及び航空機・列車事故といった災害時に迅速に駆けつけ、救急治療を

行うための専門的な訓練を受けた医療チーム。 行うための専門的な訓練を受けた医療チーム。

＊２ ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Teamの略、都道府県と政令指定都市が、被災地に継続して派遣する災害派遣精神医 ＊２ ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Teamの略、都道府県と政令指定都市が、被災地に継続して派遣する災害派遣精神医 ● 所要の文言修正

療チーム。災害精神医療の現状等については、第６節精神疾患の医療連携体制に記載。 療チーム。

＊３ 災害拠点病院：災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能や広域搬送への対応機能や医療救護班の派遣 ＊３ 災害拠点病院：災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能や広域搬送への対応機能や医療救護班の派遣

機能などを有し、災害時に必要な医療支援を行うための拠点施設のこと。第二次医療圏ごとに整備される「地域災害拠点病院」と、更 機能などを有し、災害時に必要な医療支援を行うための拠点施設のこと。第二次医療圏ごとに整備される「地域災害拠点病院」と、更

にそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」（各都道府県に１か所）に分けら にそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」（各都道府県に１か所）に分けら

れる。 れる。

【「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」の主な内容】

○ 医療救護活動の実施

1 北海道の役割 ・ 救護所の設置

・ 北海道救急医療・広域災害システムによる情報収集

・ 救護班、災害派遣医療チーム（DMAT＊１）の派遣要請

・ 災害派遣精神医療チーム（DPAT＊２）の派遣要請

2 市町村の役割 ・ 救護班の編成

・ 保健師等による保健指導及び栄養指導

3 災害拠点病院の＊３役割 ・ 救護班、DMATの派遣

・ 医療救護活動

・ 被災患者収容

・ 医薬品、医療材料等の貸出

4 協力機関等の役割 ・ 救護班の派遣

・ 医療救護活動

○ 輸送体制の確保

◆ 救護班及びＤＭＡＴの移動手段や重症患者等の搬送について必要に応じ、ヘリコプター輸送

（北海道防災航空室・自衛隊等）を確保

○ 医薬品等の確保

◆ 北海道・市町村 … 救護所や避難所等への災害時備蓄医薬品等の供給

◆ 災害拠点病院 … 水、食料、医薬品、医療資機材等の備蓄

○ 広域的な医療救護活動の調整

◆ 北海道 … 必要に応じ、国や他都府県へ医療救護活動の応援要請及び受入調整

　　　　　　独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所、
　　　　　　独立行政法人労働者安全機構、日本赤十字社北海道支部、
　　　　　　その他公的医療機関の開設者、北海道医師会、北海道歯科医師会、
　　　　　　北海道薬剤師会、北海道看護協会、北海道柔道整復師会、
　　　　　　北海道エアポート株式会社

【「北海道地域防災計画」の「医療救護計画」の主な内容】

○ 医療救護活動の実施

1 北海道の役割 ・ 救護所の設置

・ 北海道救急医療・広域災害システムによる情報収集

・ 救護班、災害派遣医療チーム（DMAT＊１）の派遣要請

・ 災害派遣精神医療チーム（DPAT＊２）の派遣要請

2 市町村の役割 ・ 救護班の編成

・ 保健師等による保健指導及び栄養指導

3 災害拠点病院の＊３役割 ・ 救護班、DMATの派遣

・ 医療救護活動

・ 被災患者収容

・ 医薬品、医療材料等の貸出

4 協力機関等の役割 ・ 救護班の派遣

・ 医療救護活動

○ 輸送体制の確保

◆ 救護班及びＤＭＡＴの移動手段や重症患者等の搬送について必要に応じ、ヘリコプター輸送

（北海道防災航空室・自衛隊等）を確保

○ 医薬品等の確保

◆ 北海道・市町村 … 救護所や避難所等への災害時備蓄医薬品等の供給

◆ 災害拠点病院 … 水、食料、医薬品、医療資機材等の備蓄

○ 広域的な医療救護活動の調整

◆ 北海道 … 必要に応じ、国や他都府県へ医療救護活動の応援要請及び受入調整

　　　　　　独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所、
　　　　　　独立行政法人労働者安全機構、日本赤十字社北海道支部、
　　　　　　その他公的医療機関の開設者、北海道医師会、北海道歯科医師会、
　　　　　　北海道薬剤師会、北海道看護協会、北海道柔道整復師会、
　　　　　　北海道エアポート株式会社
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

○ 道は、災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、平成８ ○ 道は、災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、平成８

年度以降、災害拠点病院の整備を進めており、これまでに基幹災害拠点病院を１か所、 年度以降、災害拠点病院の整備を進めており、これまでに基幹災害拠点病院を１か所、

地域災害拠点病院を33か所指定（令和５年４月現在）し、全ての第二次医療圏で災害 地域災害拠点病院を33か所指定（令和５年４月現在）し、全ての第二次医療圏で災害

医療を担う拠点病院を確保しています。 医療を担う拠点病院を確保しています。

○ 平成19年度からは、災害急性期（おおむね発災後48時間）に活動できる機動性を有 ○ 平成19年度からは、災害急性期（おおむね発災後48時間）に活動できる機動性を有

する専門的訓練を受けた北海道ＤＭＡＴの養成を図り、全ての災害拠点病院を含む37 する専門的訓練を受けた北海道ＤＭＡＴの養成を図り、全ての災害拠点病院を含む37

か所の病院でチームを保有しているほか、ＤＭＡＴ研修、ＪＭＡＴ＊１研修、ＮＢＣ か所の病院でチームを保有しているほか、ＤＭＡＴ研修、ＪＭＡＴ＊１研修、ＮＢＣ

＊２災害・テロ対策医療チーム研修等を活用した人材育成に努めています。 ＊２災害・テロ対策医療チーム研修等を活用した人材育成に努めています。

道内のＤＭＡＴチーム数の推移 ● 新規記載

〇 災害時に医療機関の状況を把握する手段である広域災害・救急医療情報システム 〇 災害時に医療機関の状況を把握する手段である広域災害・救急医療情報システム ● 所要の文言修正

（ＥＭＩＳ＊４）について、全ての病院で整備し、これを活用した訓練による迅速な （ＥＭＩＳ＊３）について、全ての病院で整備し、これを活用した訓練による迅速な

情報共有意識の醸成に取り組んでいます。 情報共有意識の醸成に取り組んでいます。

○ 災害時の広域医療搬送等に対応するため、千歳基地ほか９空港等の管理者と航空搬 ○ 災害時の広域医療搬送等に対応するため、千歳基地ほか９空港等の管理者と航空搬 ● 所要の文言修正

送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ＊５）の設置及び運営に関する協定を締結しています。 送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ＊４）の設置及び運営に関する協定を締結しています。

○ 東日本大震災、熊本地震、胆振東部地震及び知床沖観光船捜索救助事案の際には、 ○ 東日本大震災、熊本地震、胆振東部地震及び知床沖観光船捜索救助事案の際には、

道内のＤＭＡＴも派遣され、被災地等で医療救護活動を行っています。 道内のＤＭＡＴも派遣され、被災地等で医療救護活動を行っています。

○ 災害時に避難された住民の健康管理・相談や衛生管理等を行う看護師を派遣するた ○ 災害時に避難された住民の健康管理・相談や衛生管理等を行う看護師を派遣するた

め、北海道看護協会と協定を締結しており、東日本大震災及び胆振東部地震の際には め、北海道看護協会と協定を締結しており、東日本大震災及び胆振東部地震の際には

多くの看護師（災害支援ナース）が被災地で医療救護活動を行っています。 多くの看護師（災害支援ナース）が被災地で医療救護活動を行っています。

＊１ ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Teamの略。主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管理、被災地の ＊１ ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Teamの略。主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管理、被災地の

病院・診療所への支援を行う日本医師会災害医療チーム。 病院・診療所への支援を行う日本医師会災害医療チーム。

＊２ ＮＢＣ：核物質（Nuclear）、生物剤（Biological）、化学剤（Chemical）の略 ＊２ ＮＢＣ：核物質（Nuclear）、生物剤（Biological）、化学剤（Chemical）の略

＊３ 日本ＤＭＡＴの有資格者と、北海道が認定するＤＭＡＴの有資格者を合わせた総チーム数。 ● 所要の文言修正等

＊４ ＥＭＩＳ：Emergency Medical Information Systemの略 ＊３ ＥＭＩＳ：Emergency Medical Information Systemの略

＊５ ＳＣＵ：Staging Care Unitの略 ＊４ ＳＣＵ：Staging Care Unitの略

年度 平成30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

チーム数*3 73 74 84 84 90
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

２ 課 題 ２ 課 題

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化） （災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有効に活用 ○ 災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有効に活用

する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等の連携体制を構築 する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等の連携体制を構築

しておく必要があります。 しておく必要があります。 ● 近年の動向を踏まえ、

○ 本道においては特に、冬季に地震や津波が発生した場合、屋外や寒い屋内での避難 新規記載。

により低体温症のリスクが生じる等、積雪寒冷地特有の課題があります。

○ また、高齢化の進行とともに、災害時における高齢者等の要配慮者の割合が増加す ○ また、高齢化の進行とともに、災害時における高齢者等の要配慮者の割合が増加す

ることが見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要となり ることが見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要となり

ます。 ます。

（災害拠点病院の強化） （災害拠点病院の強化）

災害拠点病院では、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うため、施設の 災害拠点病院では、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うため、施設の

耐震化や浸水等への対策、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）による情報発 耐震化や浸水等への対策、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）による情報発

信、食料、飲料水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体制等が必要です。 信、食料、飲料水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体制等が必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備） （災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

大規模又は広域的な災害時における医療活動にはＤＭＡＴが必要となることから、 大規模又は広域的な災害時における医療活動にはＤＭＡＴが必要となることから、

ＤＭＡＴの養成及び技能の維持等について継続的に取り組む必要があります。 ＤＭＡＴの養成及び技能の維持等について継続的に取り組む必要があります。

（災害支援ナースの整備） （災害支援ナースの整備）

令和４年医療法改正により、災害支援ナースが「災害・感染症医療業務従事者」と 令和４年医療法改正により、災害支援ナースが「災害・感染症医療業務従事者」と

して法的に位置づけられたことから、災害時に迅速に対応できる体制の整備に取り組 して法的に位置づけられたことから、災害時に迅速に対応できる体制の整備に取り組

む必要があります。 む必要があります。

３ 必要な医療機能 ３ 必要な医療機能

災害急性期（発災後48時間以内）において必要な医療体制を確保するとともに、急 災害急性期（発災後48時間以内）において必要な医療体制を確保するとともに、急

性期を脱した後も、避難所等での健康保持体制を確保するためには、日本赤十字社や 性期を脱した後も、避難所等での健康保持体制を確保するためには、日本赤十字社や

医師会（ＪＭＡＴ等）などの協力機関との連携を図ることが必要です。 医師会（ＪＭＡＴ等）などの協力機関との連携を図ることが必要です。

（災害拠点病院の体制確保） （災害拠点病院の体制確保）

災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受入、広域搬送への対応機能 災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受け入れ、広域搬送への対応 ● 所要の文言修正

及び応急資機材の貸出機能等を発揮できるよう、訓練の実施等、平時からの備えを行 機能及び応急資機材の貸出機能等を発揮できるよう、訓練の実施等、平時からの備え

っておくことが必要です。 を行っておくことが必要です。

特に基幹災害拠点病院は、平時に災害医療に精通した医療従事者を育成するととも 特に基幹災害拠点病院は、平時に災害医療に精通した医療従事者を育成するととも

に、災害時に統括ＤＭＡＴを北海道ＤＭＡＴ調整本部に派遣するなど災害医療を提供 に、災害時に統括ＤＭＡＴを北海道ＤＭＡＴ調整本部に派遣するなど災害医療を提供

する上で中心的な役割を担うことが必要です。 する上で中心的な役割を担うことが必要です。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制確保） （災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制確保）

ＤＭＡＴにおいては、災害の急性期において、専門的な訓練を受けた医師及び看護 ＤＭＡＴにおいては、災害の急性期において、専門的な訓練を受けた医師及び看護

師等を災害現場に派遣し、迅速に応急処置などを行うことができる機能が必要です。 師等を災害現場に派遣し、迅速に応急処置などを行うことができる機能が必要です。
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

４ 数値目標等 ４ 数値目標等

５ 数値目標等を達成するために必要な施策 ５ 数値目標等を達成するために必要な施策

地域の医療資源に即した災害時に必要な災害医療体制の確保に努めます。 地域の医療資源に即した災害時に必要な災害医療体制の確保に努めます。

（災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化） （災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化）

○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、被 ○ 災害拠点病院は、災害による重篤患者の救命医療等の高度の診療機能を確保し、被

災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料などを供 災地からの患者の受け入れや広域搬送に係る対応を行い、医薬品・医療材料などを供

給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。 給するとともに、応急用資機材の貸出等により地域の医療機関を支援します。

また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。 また、道の要請に基づき救護班、ＤＭＡＴを派遣し、医療救護活動を行います。

○ 北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は、道の要請に基づきＤＭＡＴを災害急性期において ○ 北海道ＤＭＡＴ指定医療機関は、道の要請に基づきＤＭＡＴを災害急性期において

被災地に派遣し、「患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・処置」、「被 被災地に派遣し、「患者を近隣・広域へ搬送する際における必要な観察・処置」、「被

災地内の病院における診療支援」、「被災地内におけるトリアージ＊１や救命処置」等 災地内の病院における診療支援」、「被災地内におけるトリアージ＊１や救命処置」等

を行います。 を行います。

○ 災害時に備え「北海道災害医療コーディネーター」、「北海道災害時小児周産期リエ ○ 災害時に備え「北海道災害医療コーディネーター」、「北海道災害時小児周産期リ ● 所要の文言修正

ゾン」及び「北海道災害薬事コーディネーター」を育成し、その機能を十分に発揮で エゾン」及び「災害薬事コーディネーター」を育成し、その機能を十分に発揮できる

きる体制整備を図ります。 体制整備を図ります。

○ 災害時に被災地に必要とされる医療を迅速かつ的確に提供するため、被災状況に応 ○ 災害時に被災地に必要とされる医療を迅速かつ的確に提供するため、被災状況に応 ● 災害薬事コーディネー

じ「北海道保健医療福祉調整本部」を設置し医療ニーズ等の把握、分析や様々な医療 じ「北海道保健医療福祉調整本部」を設置し医療ニーズ等の把握、分析や様々な医療 ターの活動場所等を記載

チームの派遣調整などを行います。 チームの派遣調整などを行います。

災害医療コーディネーター（全道）、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーデ 災害医療コーディネーター（全道）及び災害時小児周産期リエゾンは当該本部等に

ィネーター（全道）は当該本部等において必要な助言等を行い、災害医療コーディネ おいて必要な助言等を行い、災害医療コーディネーター（地域）は保健所等において

ーター（地域）及び災害薬事コーディネーター（地域）は保健所等において必要な助 必要な助言等を行います。

言等を行います。

＊１ トリアージ：傷病者に対する応急処置や傷病者の状態に応じた治療等の優先度、緊急度の選別。 ＊１ トリアージ：傷病者に対する応急処置や傷病者の状態に応じた治療等の優先度、緊急度の選別。

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

97 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

73 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

60 60 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

19 19 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

40 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

32 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R11）

目標値
の考え方

現状値の出典現状値

災害拠点病院整備第二次医療圏
数（医療圏）

北海道DMAT指定医療機関整備第
二次医療圏数（医療圏）

災害拠点病院における浸水等対
策率（％）

災害医療コーディネーター任命数

災害時小児周産期リエゾン任命数

実施件数等

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実
施している病院の割合（％）

病院におけるＥＭＩＳ施設情報（必
要電力量／日）の入力率（％）

体 制 整 備

災害拠点病院における耐震化整
備率（％）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

21 21 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

97 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

73 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

60 60 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

19 19 現状維持
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

40 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

32 100 現状より増加
北海道保健福祉部調査
（令和５年７月現在）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R11）

目標値
の考え方

現状値の出典現状値

災害拠点病院整備第二次医療圏
数（医療圏）

北海道DMAT指定医療機関整備第
二次医療圏数（医療圏）

災害拠点病院における浸水等対
策率（％）

災害医療コーディネーター任命数

災害時小児周産期リエゾン任命数

実施件数等

ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実
施している病院の割合（％）

病院におけるＥＭＩＳ施設情報（必
要電力量／日）の入力率（％）

体 制 整 備

災害拠点病院における耐震化整
備率（％）
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

○ 災害拠点病院等連絡協議会を開催し、基幹災害拠点病院を中心とする災害拠点病院 ○ 災害拠点病院等連絡協議会を開催し、基幹災害拠点病院を中心とする災害拠点病院

間の連携強化及び情報共有を図ります。 間の連携強化及び情報共有を図ります。

○ 道や市町村は、被災者に対して感染症のまん延防止、メンタルヘルスケア等のニー ○ 道や市町村は、被災者に対して感染症のまん延防止、メンタルヘルスケア等のニー ● 所要の文言修正

ズに的確に対応するため、保健師、管理栄養士などによる保健指導及び栄養指導を実 ズに的確に対応するため、保健師、栄養士などによる保健指導及び栄養指導を実施す

施するとともに関係機関、関係団体との連携を図ります。 るとともに関係機関、関係団体との連携を図ります。

○ ドクターヘリを含む航空医療体制の充実強化を図ります。 ○ ドクターヘリを含む航空医療体制の充実強化を図ります。

○ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営訓練を実施し、円滑な搬送体制 ○ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営訓練を実施し、円滑な搬送体制

の確保に取り組みます。 の確保に取り組みます。

○ 北海道ＤＭＡＴ実動訓練を通して冬季の災害への対応を検討します。 ● 近年の動向を踏まえ、

新規記載。

（災害拠点病院の強化） （災害拠点病院の強化）

○ 災害拠点病院の耐震化や浸水等対策を促進します。 ○ 災害拠点病院の耐震化や浸水等対策を促進します。

○ 災害拠点病院は地域の医療機関等と連携し定期的に訓練を行うとともに、各種研修 ○ 災害拠点病院は地域の医療機関等と連携し定期的に訓練を行うとともに、各種研修

等への受講を促進し、体制の強化に努めます。 等への受講を促進し、体制の強化に努めます。

○ 災害医療を提供する上で中心的な役割を担う基幹災害拠点病院の充実強化が図られ ○ 災害医療を提供する上で中心的な役割を担う基幹災害拠点病院の充実強化が図られ

るよう取り組みます。 るよう取り組みます。

（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備） （災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備）

災害時にＤＭＡＴが有効に機能するため、隊員養成研修等の人材育成や定期的な訓 災害時にＤＭＡＴが有効に機能するため、隊員養成研修等の人材育成や定期的な訓

練の実施など体制の整備に努めます。 練の実施など体制の整備に努めます。

（広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用） （広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用）

病院等は平時からＥＭＩＳに施設情報等必要な情報を入力するとともに、訓練等を 災害時におけるＥＭＩＳの円滑な運用が重要であることから、病院等は施設情報等 ● 所要の文言修正

通じて緊急時の入力に関する理解促進に取り組み、災害時には被災情報の発信に努め 必要な情報を入力するとともに、訓練等を通じて緊急時の入力に関する理解促進に努

ます。 めます。

道は関係機関・団体と連携して研修会等を開催し、病院等の取組を支援します。 道は関係機関・団体と連携して研修会等を開催し、病院等の取組を支援します。

（災害支援ナースの整備）

（災害支援ナースの整備） 災害時における看護ニーズに対応し、災害支援ナースの活動が円滑に行われるよう、

災害時における看護ニーズに対応し、災害支援ナースの活動が円滑に行われるよう、 関係機関等と連携を図りながら医療機関との協定締結を進め、災害支援ナースの養

関係機関等と連携を図りながら医療機関との協定締結を進め、災害支援ナースの養 成・確保に努めます。

成・確保に努めます。

６ 医療連携圏域の設定

６ 医療連携圏域の設定 災害医療に係る医療連携圏域は、「災害時における医療体制の充実強化について

災害医療に係る医療連携圏域は、「災害時における医療体制の充実強化について （平成24年３月21日医政発0321第２号厚生労働省医政局長通知）」において、原則、

（平成24年３月21日医政発0321第２号厚生労働省医政局長通知）」において、原則、 第二次医療圏ごとに地域災害拠点病院を整備する必要があるとされていることから、

第二次医療圏ごとに地域災害拠点病院を整備する必要があるとされていることから、 本計画に定める第二次医療圏を基本とします。

本計画に定める第二次医療圏を基本とします。
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

７ 医療機関等の具体的名称 ７ 医療機関等の具体的名称

災害拠点病院及び北海道ＤＭＡＴ指定医療機関 災害拠点病院及び北海道ＤＭＡＴ指定医療機関

【基幹災害拠点病院（１施設）・ＤＭＡＴ指定医療機関（１施設）】 令和５年４月現在 【基幹災害拠点病院（１施設）・ＤＭＡＴ指定医療機関（１施設）】 令和５年４月現在

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関
指定年月日

全　　　道　　　域 札幌医科大学附属病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

圏　　　　　　　域 医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関
指定年月日

全　　　道　　　域 札幌医科大学附属病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

圏　　　　　　　域
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素 案 素 案【たたき台】 備 考

【地域災害拠点病院（33施設）・ＤＭＡＴ指定医療機関（36施設）】 令和５年４月現在 【地域災害拠点病院（33施設）・ＤＭＡＴ指定医療機関（36施設）】 令和５年４月現在

＊ 災害医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新 ＊ 災害医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関
指定年月日

道　　南 南 渡 島 市立函館病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

函館五稜郭病院 － 令和4年5月20日

南 檜 山 北海道立江差病院 平成９年３月28日 平成26年3月26日

北渡島檜山 八雲総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

道　　央 札　　幌 市立札幌病院 平成９年１月７日 平成23年8月8日

北海道大学病院 平成14年４月１日 平成19年9月12日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日 平成23年8月8日

手稲渓仁会病院 平成23年11月１日 平成21年6月15日

札幌東徳洲会病院 － 令和4年3月25日

後　　志 小樽市立病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

南 空 知 岩見沢市立総合病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

中 空 知 砂川市立病院 平成９年１月７日 平成21年7月16日

北 空 知 深川市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

西 胆 振 日鋼記念病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

市立室蘭総合病院 平成20年２月21日 平成22年5月20日

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 平成28年４月１日 平成25年3月18日

総合病院伊達赤十字病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

東 胆 振 王子総合病院 平成９年12月25日 平成19年9月12日

苫小牧市立病院 平成23年11月１日 平成25年3月18日

日　　高 総合病院浦河赤十字病院 平成９年12月25日 平成25年3月18日

道　　北 上川中部 旭川赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

旭川医科大学病院 平成23年11月１日 平成19年9月12日

上川北部 名寄市立総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

富 良 野
社会福祉法人北海道
社会事業協会富良野病院

平成９年12月25日 平成26年3月26日

留　　萌 留萌市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

宗　　谷 市立稚内病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

オホーツク 北　　網 北見赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

遠　　紋 広域紋別病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

十　　勝 十　　勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 平成９年１月７日 平成25年3月18日

釧路・根室 釧　　路 市立釧路総合病院 平成９年１月７日 平成22年5月20日

釧路赤十字病院 － 令和4年7月1日

根　　室 市立根室病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

町立中標津病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

医療機関名
災害拠点病院
指定年月日

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関
指定年月日

道　　南 南 渡 島 市立函館病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

函館五稜郭病院 － 令和4年5月20日

南 檜 山 北海道立江差病院 平成９年３月28日 平成26年3月26日

北渡島檜山 八雲総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

道　　央 札　　幌 市立札幌病院 平成９年１月７日 平成23年8月8日

北海道大学病院 平成14年４月１日 平成19年9月12日

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター

平成22年４月１日 平成23年8月8日

手稲渓仁会病院 平成23年11月１日 平成21年6月15日

札幌東徳洲会病院 － 令和4年3月25日

後　　志 小樽市立病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

南 空 知 岩見沢市立総合病院 平成９年１月７日 平成26年3月26日

中 空 知 砂川市立病院 平成９年１月７日 平成21年7月16日

北 空 知 深川市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

西 胆 振 日鋼記念病院 平成９年１月７日 平成19年9月12日

市立室蘭総合病院 平成20年２月21日 平成22年5月20日

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 平成28年４月１日 平成25年3月18日

総合病院伊達赤十字病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

東 胆 振 王子総合病院 平成９年12月25日 平成19年9月12日

苫小牧市立病院 平成23年11月１日 平成25年3月18日

日　　高 総合病院浦河赤十字病院 平成９年12月25日 平成25年3月18日

道　　北 上川中部 旭川赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

旭川医科大学病院 平成23年11月１日 平成19年9月12日

上川北部 名寄市立総合病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

富 良 野
社会福祉法人北海道
社会事業協会富良野病院

平成９年12月25日 平成26年3月26日

留　　萌 留萌市立病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

宗　　谷 市立稚内病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

オホーツク 北　　網 北見赤十字病院 平成９年１月７日 平成23年6月30日

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

遠　　紋 広域紋別病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日

十　　勝 十　　勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 平成９年１月７日 平成25年3月18日

釧路・根室 釧　　路 市立釧路総合病院 平成９年１月７日 平成22年5月20日

釧路赤十字病院 － 令和4年7月1日

根　　室 市立根室病院 平成９年12月25日 平成26年3月26日

町立中標津病院 平成23年11月１日 平成26年3月26日



- 9 -

素 案 素 案【たたき台】 備 考

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割 ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

○ 災害発生時には、地域の歯科医師会を中心として、病院歯科、歯科衛生士会、歯科 ○ 災害発生時には、地域の歯科医師会を中心として、病院歯科、歯科衛生士会、歯科 ● 所要の文言修正

技工士会等が連携し、歯科救護所の開設・運営、もしくは避難所や仮設住宅における 技工士会等が連携し、歯科救護所の開設・運営、もしくは避難所や仮設住宅への巡回

歯科診療、口腔衛生管理、口腔機能管理等を実施し、義歯紛失などによる摂食嚥下障 歯科診療、巡回口腔ケア等を実施し、義歯紛失などによる摂食嚥下障害、咀嚼障害
えん げ えん げ そ しやく

害、咀嚼障害を有する被災者への歯科医療提供や高齢者の口腔機能の低下による誤嚥 を有する被災者への歯科医療提供や高齢者の口腔機能の低下による誤嚥性肺炎の予防
そ しやく ご えん ご えん

性肺炎の予防に努めます。 に努めます。

○ 口腔内所見による災害犠牲者身元確認作業及び身元確認の有力な手掛かりとなるカ ○ 口腔内所見による災害犠牲者身元確認作業及び身元確認の有力な手掛かりとなるカ

ルテ等診療情報の提供などに努めます。 ルテ等診療情報の提供などに努めます。

９ 薬局の役割 ９ 薬局の役割

○ 災害発生時の医療救護活動においては、医療救護チームの医師が被災者の治療等を ○ 災害発生時の医療救護活動においては、医療救護チームの医師が被災者の治療等を

行う上で、薬の選択や調剤、服薬指導を行う薬剤師が不可欠であることから、薬局の 行う上で、薬の選択や調剤、服薬指導を行う薬剤師が不可欠であることから、薬局の

薬剤師を派遣するため、薬剤師会の協力を得て、派遣体制の確保に努めます。 薬剤師を派遣するため、薬剤師会の協力を得て、派遣体制の確保に努めます。

○ また、災害時においては、救護所等において、医薬品や衛生材料などの需給状況の ○ また、災害時においては、救護所等において、医薬品や衛生材料などの需給状況の

把握や支援医薬品の仕分け・管理などが適切に実施できる体制づくりに努めます。 把握や支援医薬品の仕分け・管理などが適切に実施できる体制づくりに努めます。

10 訪問看護事業所の役割 10 訪問看護事業所の役割

訪問看護事業所利用者は、災害時における高齢者や障がい者等の要配慮者が多いこ 訪問看護事業所利用者は、災害時における高齢者や障がい者等の要配慮者が多いた ● 所要の文言修正

とから、市町村をはじめ関係機関と連携し、各利用者ごとの災害時支援計画を作成す め、各利用者ごとの災害時支援計画を作成し、関係機関との役割分担を決めるなど平

るとともに、関係機関との役割分担を決めるなど平時からの対策を進めます。 時からの対策を進めます。



- 10 -

素 案 素 案【たたき台】 備 考

● 急性期におけるＤＭＡ

Ｔの動きを明確に記載

＊１ 災害医療コーディネーター（全道）、災害時小児周産期リエゾン。 ＊１ 災害医療コーディネーター（全道）、災害時小児周産期リエゾン。

＊２ ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日赤救護班等。 ＊２ ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日赤救護班等。

災 害 医 療 連 携 体 制

（令和５年４月現在）

● 北海道保健医療福祉調整本部

（情報分析・派遣調整等）

・広域災害・救急医療情報システム （ＥＭＩＳ）による情報収集等

・医薬品等供給

広
域
患
者
搬
送

搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南 ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３７施設】

○保健所
（情報整理・

分析等）

被災地域

・地域災害
拠点病院

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

・基幹災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・ 一般医療機関
・ 救急医療機関

○協力機関
【国立病院・日本赤十字社・公的病院・
道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

医療救護活動（感染症等の蔓延防止・
メンタルヘルスケア等）

・
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

派
遣

情
報
収
集 応

急
資
機
材
貸
出

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

派
遣
依
頼

災害医療コーディネー
ター（全道）等 （＊１）

災害医療コーディ
ネーター（地域）

助言等

助言等

・市町村

・避難所
（救護所）

・市町村

・避難所
（救護所）

・避難所
（救護所）

・避難所
（救護所）

ＤＭＡＴ派遣

連携

ＤＭＡＴ派遣

連絡・調整

連絡・調整

・保健医療福祉活動
チーム（＊２）派遣

災 害 医 療 連 携 体 制

（令和５年４月現在）

● 北海道保健医療福祉調整本部

（情報分析・派遣調整等）

・広域災害・救急医療情報システム （ＥＭＩＳ）による情報収集等

・派遣

広域患者搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南 ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３７施設】

○保健所
（情報整理・

分析等）

被災地域

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

・基幹災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・ 一般
医療機関

医療救護活動（感染症等の蔓延
防止・メンタルヘルスケア等）

情
報
収
集

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院等
（ ＤＭＡＴ ）

派
遣
依
頼

災害医療コーディネー
ター（全道）等 （＊１）

災害医療コーディ
ネーター（地域）

助言等

助言等

・避難所
（救護所）

・市町村

・避難所
（救護所）

連携

連絡・調整

連絡・調整

○協力機関
【国立病院・日本赤十字社・公的病院・
道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

・医薬品等供給

○地域災害拠点病院
（DMAT活動拠点）
（情報整理・分析等）

連携・派遣
・応急資機材貸出

・派遣

・ 救急
医療機関

医療救護活動（診療支援・
病院避難等）

連携

・保健医療福祉活動チーム（＊２）派遣
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資料3
素案（案） 素案（たたき台） 備 考

第12節 小児医療体制（小児救急医療を含む） 第12節 小児医療体制（小児救急医療を含む）
１ 現 状 1 現 状

（小児人口及び医療機関・医師等の状況） （小児人口及び医療機関・医師等の状況）

○ 道内の小児人口（15歳未満）は、令和４年10月時点で約53万人であり、平成18年10 ○ 道内の小児人口（15歳未満）は、令和４年10月時点で約53万人であり、平成18年10

月時点（約70.4万人）に比べて24.7％減少しています。＊１ 月時点（約70.4万人）に比べて24.7％減少しています。＊１

○ 令和５年４月１日時点で、小児科を標ぼうする病院の数は全道で142か所（平成24 ○ 令和５年４月１日時点で、小児科を標ぼうする病院の数は全道で142か所（平成24

年（161か所）に比べ11.8％減）、小児科を標ぼうする診療所の数は全道で563か所（平 年（161か所）に比べ11.8％減）、小児科を標ぼうする診療所の数は全道で563か所（平

成24年（713か所）に比べ21％減）であり、そのうち病院の20.4％、診療所の39.1％ 成24年（713か所）に比べ21％減）であり、そのうち病院の20.4％、診療所の39.1％

が札幌圏に所在しています。＊２ が札幌圏に所在しています。＊２

○ また、小児歯科を標ぼうする歯科診療所については、全道1,820か所のうち、988か ○ また、小児歯科を標ぼうする歯科診療所については、全道1,820か所のうち、988か

所（54.3％）が札幌圏に集中しています。＊２ 所（54.3％）が札幌圏に集中しています。＊２

○ 道内の小児医療を行う医師数は減少傾向にありましたが、令和２年には微増しまし ○ 道内の小児医療を行う医師数は減少傾向にありましたが、令和２年には微増しまし

た。また、小児科を専門とする医師の数は増加傾向にありますが、その多くは都市部 た。また、小児科を専門とする医師の数は増加傾向にありますが、その多くは都市部

に集中しており、地域偏在が生じています。 に集中しており、地域偏在が生じています。

○ 令和２年の小児人口１万人当たりの小児医療を行う医師数は16.3人となっており、 ○ 令和２年の小児人口１万人当たりの小児医療を行う医師数は16.3人となっており、

全国平均の18.6人より少ない状況にあります。また、小児科を専門とする医師の数は 全国平均の18.6人より少ない状況にあります。また、小児科を専門とする医師の数は

11.6人となっており、全国平均の12人より少ない状況にあります。＊３ 11.6人となっており、全国平均の12人より少ない状況にあります。＊３

【道内の医師数及び小児科医師数の推移】 （単位：人） 【道内の医師数及び小児科医師数の推移】 （単位：人）

● 表の表示年度修正

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 ＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

＊１ 総務省による人口推計 ＊１ 総務省による人口推計

＊２ 北海道保健福祉部調 ＊２ 北海道保健福祉部調

＊３ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」、なお「小児医療を行う医師」は、診療科として小児科のみを回答した医師及び複数回 ＊３ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」、なお「小児医療を行う医師」は、診療科として小児科のみを回答した医師及び複数回 ● 所要の文言修正

答した診療科の中に小児科を含んでいた医師、「小児科を専門とする医師」は診療科として小児科のみを回答した医師及び複数回答し 答した診療科の中に小児科を含んでいた医師、「小児科を専門とする医師」は診療科として小児科のみを回答した医師及び複数回答し

た診療科のうち小児科を主たる診療科として回答した医師のことをいう。 た診療科のうち小児科を主たる診療科として回答した医師のことをいう。

平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

1,085 1,021 1,011 1,001 917 896 909

16.3 15.5 15.8 16.1 15.3 15.5 16.3

(17.5) (18.1) (18.0) (18.4) (17.6) (17.9) (18.6)

小児科を専門とする医師 617 618 634 642 639 631 648

小児人口１万人当たり 9.1 9.4 9.9 10.3 10.7 10.9 11.6

（全国値） (8.9) (9.4) (9.9) (10.3) (10.7) (11.2) (12.0)

小児人口１万人当たり

（全国値）

小児医療を行う医師数

平成22年 24年 26年 28年 30年 令和２年

1,021 1,011 1,001 917 896 909

15.5 15.8 16.1 15.3 15.5 16.3

(18.1) (18.0) (18.4) (17.6) (17.9) (18.6)

小児科を専門とする医師 618 634 642 639 631 648

小児人口１万人当たり 9.4 9.9 10.3 10.7 10.9 11.6

（全国値） (9.4) (9.9) (10.3) (10.7) (11.2) (12.0)

小児人口１万人当たり

（全国値）

小児医療を行う医師数
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

【道内の小児科を専門とする医師数の推移】 （単位：人） 【道内の小児科を専門とする医師数の推移】 （単位：人） ● 表の表示修正

＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」 ＊ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）」

○ 小児医療を行う医師*１は、全体の52.8％が病院に勤務しており、小児科を専門とす ○ 小児医療を行う医師は、全体の52.8％が病院に勤務しており、小児科を専門とする ● 文言の説明を追加

る医師*１は、全体の68.8％が病院に勤務しています。 医師は、全体の68.8％が病院に勤務しています。

○ また、小児科または小児外科を標ぼうする医療機関において、１施設当たりの小児 ○ また、１病院当たりの小児医療を行う医師は3.5人であり、そのうち小児科を専門 ● 所要の文言修正

医療を行う医師*１は3.5人であり、そのうち小児科を専門とする医師*１は3.25人となっ とする医師は3.25人となっています。

ています。

（単位：人） （単位：人）

● 所要の文言修正

＊ 小児科標ぼう医療機関数は令和５年4月1日現在、小児医療を行う医師数は令和２年12月末現在 ＊ 小児科標ぼう医療機関数は令和５年4月1日現在、小児医療を行う医師数は令和２年12月末現在

＊１ 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和２年）。なお、「小児医療を行う医師」は、診療科として小児科または小児外科のみ

を回答した医師及び複数回答した診療科の中に小児科または小児外科を含んでいた医師、「小児科を専門とする医師」は診療科として小児科

または小児外科のみを回答した医師及び複数回答した診療科のうち小児科または小児外科を主たる診療科として回答した医師のことをいう。

第二次医療圏名 H22 R2 R2-H22

南渡島 45 44 ▲ 1
南檜山 1 1 0
北渡島檜山 6 2 ▲ 4
札幌 301 346 45
後志 18 18 0
南空知 15 12 ▲ 3
中空知 10 9 ▲ 1
北空知 4 2 ▲ 2
西胆振 19 17 ▲ 2
東胆振 22 18 ▲ 4
日高 2 4 2
上川中部 76 78 2
上川北部 7 8 1
富良野 4 5 1
留萌 2 2 0
宗谷 6 5 ▲ 1
北網 22 21 ▲ 1
遠紋 7 6 ▲ 1
十勝 24 23 ▲ 1
釧路 21 21 0
根室 6 6 0
全道計 618 648 30

（B)
小児科を専門
とする医師数

（B/A）
小児科を専門
とする医師数

497 462 3.50 3.25
(  52.8% ) (  68.8% )

444 210 0.8 0.37
(  47.2% ) (  31.3% )

合　 計 705 941 672 1.33 0.95

小児医療を行う医師数小児科標ぼう
医療機関数

（A)

１施設当たり医師数

区 　分

病　 院

563
診療所

142

（B)
小児科を専門
とする医師数

（B/A）
小児科を専門
とする医師数

497 462 3.50 3.25
(  52.8% ) (  68.8% )

444 210 0.79 0.37
(  47.2% ) (  31.3% )

合　 計 705 941 672 1.33 0.95

小児医療を行う医師数小児科・小児
外科標ぼう医
療機関数（A)

１施設当たり医師数

区 　分

病　 院

563
診療所

142

H22 R2 R2-H22

道 南 南 渡 島 45 44 ▲ 1
南 檜 山 1 1 0
北 渡 島 檜 山 6 2 ▲ 4

道 央 札 幌 301 346 45
後 志 18 18 0
南 空 知 15 12 ▲ 3
中 空 知 10 9 ▲ 1
北 空 知 4 2 ▲ 2
西 胆 振 19 17 ▲ 2
東 胆 振 22 18 ▲ 4
日 高 2 4 2

道 北 上 川 中 部 76 78 2
上 川 北 部 7 8 1
富 良 野 4 5 1
留 萌 2 2 0
宗 谷 6 5 ▲ 1

オ ホ ー ツ ク 北 網 22 21 ▲ 1
遠 紋 7 6 ▲ 1

十 勝 十 勝 24 23 ▲ 1
釧 路 ・ 根 室 釧 路 21 21 0

根 室 6 6 0
618 648 30

第二次医療圏第三次医療圏

全　　　道　　　計
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

（小児救急の状況） （小児救急の状況）

○ 道内における18歳未満の救急搬送数については、小児人口減少の影響もあって、平 ○ 道内における18歳未満の救急搬送数については、小児人口減少の影響もあって、平 ● 比較対象年度修正

成24年の１万4,984人から令和３年の１万2,530人と減少傾向（16.4％減）にあり、ま 成20年の１万4,463人から令和３年の１万2,530人と減少傾向（13.4％減）にあり、ま

た、令和３年の全救急搬送数における軽症者の割合は42.4％であるのに対し、18歳未 た、令和３年の全救急搬送数における軽症者の割合は42.4％であるのに対し、18歳未

満の救急搬送数における軽症者の割合は68.4％となっています。＊１＊２ 満の救急搬送数における軽症者の割合は68.4％となっています。＊１＊２

○ 厚生労働省の調査＊３によると、小児救急患者の時間帯別の受診状況は、平日では ○ 厚生労働省の調査＊３によると、小児救急患者の時間帯別の受診状況は、平日では

夕刻から準夜帯（18時から22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、土日ではさらに 夕刻から準夜帯（18時から22時頃まで）にかけて増加傾向にあり、土日では更に多く

多くなっており、小児救急患者はいわゆる時間外受診が多いことが指摘されています。 なっており、小児救急患者はいわゆる時間外受診が多いことが指摘されています。

○ また、道が実施した「二次救急医療機関における救急患者受入実態調査」＊４ にお ○ また、道が実施した「二次救急医療機関における救急患者受入実態調査」＊４ にお

ける小児救急患者の時間外受診の状況を見ると、「特に軽症」と「軽症」の患者が多 ける小児救急患者の時間外受診の状況を見ると、「特に軽症」と「軽症」の患者が多

数を占めています。 数を占めています。

○ このような小児救急における受療行動には、少子化、核家族化や夫婦共働きなどの ○ このような小児救急における受療行動には、少子化、核家族化や共働きなどの家庭 ● 所要の文言修正

家庭環境の変化とともに、保護者等による専門医志向や病院志向が大きく影響してい 環境の変化とともに、保護者等による専門医志向や病院志向が大きく影響していると

ると指摘されています。 指摘されています。

【救急車による搬送人員（全体と18歳未満（３区分）の推移】 【救急車による搬送人員（全体と18歳未満（３区分）の推移】

● 表の表示年度修正

＊ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況（各年）」 ＊ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況（各年）」

＊１ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況」 ＊１ 北海道総務部「消防年報（救急救助年報）」及び消防庁「救急・救助の現況」

＊２ 北海道総務部「令和４年消防年報（令和３年救急救助年報）」 ＊２ 北海道総務部「令和元年消防年報（平成30年救急救助年報）」

＊３ 厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズへの対応策に関する研究」（主任研究者衛藤義勝）（平成16年度） ＊３ 厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズへの対応策に関する研究」（主任研究者衛藤義勝）（平成16年度）

＊４ 北海道保健福祉部調 ＊４ 北海道保健福祉部調

○ 道では、小児救急医療体制の整備に対する社会的要請が強まっていることから、通 ○ 道では、小児救急医療体制の整備に対する社会的要請が強まっていることから、通

常の救急医療体制（本章第７節参照）によるほか、小児救急医療支援事業により、小 常の救急医療体制（本章第７節参照）によるほか、小児救急医療支援事業により、小

児二次救急医療の体制整備を図っています。 児二次救急医療の体制整備を図っています。
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

【小児救急医療支援事業（平成11年～）】 【小児救急医療支援事業（平成11年～）】

○ 道内の内科医等を対象とした小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急医療 ○ 道内の内科医等を対象とした小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急医療

に係るネットワーク体制を構築しています に係るネットワーク体制を構築しています。

【小児救急医療地域研修事業 参加者の推移（職種別）】 （単位：人） 【小児救急医療地域研修事業 参加者の推移（職種別）】 （単位：人）

● 表の表示列修正

※１：その他の医療職: 保健師、助産師、薬剤師等

※１：その他の医療職: 保健師、助産師、薬剤師等 ※２：医学生を含む（令和３年度～）

※２：医学生を含む（令和３年度～）

○ 保護者の子育て不安の解消に資する観点から小児救急電話相談事業を実施するとと

○ 保護者の子育て不安の解消に資する観点から小児救急電話相談事業を実施するとと もに、救急医療情報を道民、医療機関、消防機関に提供する「北海道救急医療情報・

もに、救急医療情報を道民、医療機関、消防機関に提供する「北海道救急医療情報・ 広域災害情報システム」を運営するほか、救急法等講習会の実施など、救急医療につ

広域災害情報システム」を運営するほか、救急法等講習会の実施など、救急医療につ いての啓発を行っています。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P46）】

いての啓発を行っています。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P ）】

＜小児救急電話相談事業＞（平成16年度～） ＜小児救急電話相談事業＞（平成16年度～）

夜間における子どもの急な病気やけがなどの際に、専任の看護師や医師が保護者 夜間における子どもの急な病気やけがなどの際に、専任の看護師や医師が保護者

等からの相談に対し、電話により助言を行っています。 等からの相談に対し、電話により助言を行っています。

● 電話回線数を追加

事 業 概 要  輪番制により休日・夜間の小児の二次救急医療を確保する

対 象 圏 域  第二次医療圏単位（原則）～道内21圏域

事 業 主 体  市町村長の要請を受けた病院

〈北海道小児救急医療地域研修事業〉（平成17年度～）

□　実施機関 ： 北海道医師会へ事業委託

□　実施地区 ： 第三次医療圏を基本に、全道８地区に区分し開催

□　対 象 者 ： 在宅当番医制に参加する医師等

０１１－２３２－１５９９（いーこきゅうきゅう）

*プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは

短縮ダイヤル「＃８０００番」も利用できます。

毎日 午後７時から翌朝８時まで
看護師１名（センター対応）、医師１名（自宅等待機）

医師が直接診察して治療を行うものではなく

あくまでも電話による家庭での一般的対処など

に関する助言アドバイスを行うものです。

電    話   番    号

相    談    体   制

利用に当たっての
注    意   事    項

事 業 概 要  輪番制により休日・夜間の小児の二次救急医療を確保する

対 象 圏 域  第二次医療圏単位（原則）～道内21圏域

事 業 主 体  市町村長の要請を受けた病院

〈北海道小児救急医療地域研修事業〉（平成17年度～）

□　実施機関 ： 北海道医師会へ事業委託

□　実施地区 ： 第三次医療圏を基本に、全道８地区に区分し開催

□　対 象 者 ： 在宅当番医制に参加する医師等

年　　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

医師（臨床研修医含む） 209 212 203 237 203 122 119 127

看護師・准看護師 129 145 119 137 148 33 34 41

その他の医療職　※1 55 50 48 53 67 5 5 10

消防隊員 296 376 319 338 273 72 114 340

その他（事務職等）※2 14 22 15 24 18 3 9 8

合　　計 703 805 704 789 709 235 281 526

年　　度 平成30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

医師（臨床研修医含む） 237 203 122 119 127

看護師・准看護師 137 148 33 34 41

その他の医療職　※1 53 67 5 5 10

消防隊員 338 273 72 114 340

その他（事務職等）※2 24 18 3 9 8

合　　計 789 709 235 281 526

電 話 番 号

　０１１－２３２－１５９９(いーこきゅうきゅう)
　相談電話回線：１回線
　＊　プッシュ回線の固定電話及び携帯電話からは
　　短縮ダイヤル「＃８０００番」も利用できます。

相 談 体 制
　毎日 午後７時から翌朝８時まで
　看護師１名（センター対応）、医師１名（自宅等待機）

利用に当たっての
注 意 事 項

　医師が直接診察して治療を行うものではなく、
　あくまでも電話による家庭での一般的対処など
　に関する助言アドバイスを行うものです。
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

【小児救急電話相談事業 相談件数の推移】 【小児救急電話相談事業 相談件数の推移（平成27年度～令和４年度）】 ● 表の表示列修正

【小児救急電話相談事業 相談件数の推移（相談者の居住圏域別）】 【小児救急電話相談事業 相談件数の推移（相談者の居住圏域別）】 ● 表の表示列修正

＊ 平成16年12月20日事業開始 ＊平成16年12月20日事業開始

（療養・療育支援体制等の状況） （療養・療育支援体制等の状況）

○ 大学病院などにより高度な小児医療が提供されているほか、小児医療と障がい児療 ○ 大学病院などにより高度な小児医療が提供されているほか、小児医療と障がい児療

育の機能を一体的に備えた北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に 育の機能を一体的に備えた北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に

おいて、出生前からの一貫した治療・訓練、医学的リハビリテーションや療育ととも おいて、出生前からの一貫した治療・訓練、医学的リハビリテーションや療育ととも

に小児高度医療を提供しています。 に小児高度医療を提供しています。

○ 令和３年における小児の在宅人工呼吸器患者数は、全国で7,747.4人、全道では ○ 令和３年における小児の在宅人工呼吸器患者数は、全国で7,747.4人、全道では

141.6人となっています。＊１ 141.6人となっています。＊１

＊１ 令和３年 NDB（ナショナル・データ・ベース）のレセプト件数を12で割った値 ＊１ 令和３年 NDB（ナショナル・データ・ベース）のレセプト件数を12で割った値

年　 　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 累　計

年間相談件数 10,299 14,393 15,914 16,614 17,151 12,013 15,054 16,838 153,142

相談実施日数 366 365 365 365 366 365 365 365 4,968

１日当たりの件数 28.1 39.4 43.6 45.5 46.9 32.9 41.2 46.1 30.8

実　施　日

体　制　等

○ 毎 日
○相談電話回線：１回線

１９：００～翌８：００
(平成27年12月25日から)

年　　度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度
道　　南 697 1,180 1,272 1,099 1,396 811 920 1,128
道　　央 6,677 9,357 10,297 8,703 11,325 7,340 9,522 10,743
道　　北 960 1,364 1,395 1,321 1,417 1,017 1,048 1,169
オホーツク 229 378 448 343 475 614 364 375
十　　勝 509 811 962 754 938 461 683 820
釧路・根室 328 708 704 597 661 306 559 564
不明・道外 899 595 836 3,797 939 1,464 1,958 2,039
合　　計 10,299 14,393 15,914 16,614 17,151 12,013 15,054 16,838

年　　度 平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度
道　　南 457 538 697 1,180 1,272 1,099 1,396 811 920 1,128
道　　央 5,380 5,333 6,677 9,357 10,297 8,703 11,325 7,340 9,522 10,743
道　　北 715 772 960 1,364 1,395 1,321 1,417 1,017 1,048 1,169
オホーツク 145 106 229 378 448 343 475 614 364 375
十　　勝 338 425 509 811 962 754 938 461 683 820
釧路・根室 308 276 328 708 704 597 661 306 559 564
不明・道外 906 834 899 595 836 3,797 939 1,464 1,958 2,039
合　　計 8,249 8,284 10,299 14,393 15,914 16,614 17,151 12,013 15,054 16,838

年　 　度 平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

年間相談件数 8,249 8,284 10,299 14,393 15,914 16,614 17,151 12,013 15,054 16,838

相談実施日数 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365

１日当たりの件数 22.6 22.7 28.1 39.4 43.6 45.5 46.9 32.9 41.2 46.1



- 6 -

素案（案） 素案（たたき台） 備 考

２ 課 題 ２ 課 題

（小児医療体制等の確保） （小児医療体制等の確保）

○ 子どもを持つ家族に対する相談など、家族を支援する体制や子どもの症状・状態に ○ 子どもを持つ家族に対する相談など、家族を支援する体制や子どもの症状・状態に

応じた小児医療体制の確保が必要です。 応じた小児医療体制の確保が必要です。

○ 二次救急医療機関における小児救急患者に占める軽症者の割合が高いことが以前か ○ 二次救急医療機関における小児救急患者に占める軽症者の割合が高いことが以前か

ら指摘されており、小児科勤務医が長時間にわたる不規則な勤務を余儀なくされ、そ ら指摘されており、小児科勤務医が長時間にわたる不規則な勤務を余儀なくされ、そ

の改善が求められています。 の改善が求められています。

○ 第二次医療圏において、専門医療や24時間体制の救急医療を提供する体制の確保に ○ 第二次医療圏において、専門医療や24時間体制の救急医療を提供する体制の確保に

努め、確保できない圏域については、隣接する医療圏の医療機関と連携し、入院医療 努め、確保できない圏域については、隣接する医療圏の医療機関と連携し、入院医療

や救急医療を提供できる体制を確保することが必要です。 や救急医療を提供できる体制を確保することが必要です。

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保） （小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

○ 小児疾患に対する高度・専門的な診断・治療や医療・療育体制、また、小児の三次 ○ 小児疾患に対する高度・専門的な診断・治療や医療・療育体制、また、小児の三次

救急医療体制についての検討も必要です。 救急医療体制についての検討も必要です。

○ また、発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、必要な医療・ ○ また、発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、必要な医療・

療育や適切な支援を身近な地域で受けられる体制の充実が必要です。 療育や適切な支援を身近な地域で受けられる体制の充実が必要です。

３ 必要な医療機能 ３ 必要な医療機能

（症状等に応じた医療機能や救急医療体制の充実） （症状等に応じた医療機能や救急医療体制の充実）

疾病や症状等に応じた医療が提供されるよう、一般の小児医療から高度・専門医療 疾病や症状等に応じた医療が提供されるよう、一般の小児医療から高度・専門医療

及び初期救急医療から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図るととも 及び初期救急医療から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図るととも

に、急性期を経過した小児患者を地域で受け入れられるよう、医療機関の機能に応じ に、急性期を経過した小児患者を地域で受け入れられるよう、医療機関の機能に応じ

た連携体制を構築することが必要です。 た連携体制を構築することが必要です。

（災害時を見据えた小児医療体制） （災害時を見据えた小児医療体制）

災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入や 災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供され、また、被災地からの搬送受入れ ● 所要の文言修正

診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。 や診療に係る医療従事者の支援が適切に行われる体制の構築が必要です。

（小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策） （小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療等が 新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療等が

提供できるような体制の構築が必要です。 提供できるような体制の構築が必要です。



- 7 -

素案（案） 素案（たたき台） 備 考

４ 数値目標等 ４ 数値目標

● 時点更新

５ 数値目標等を達成するために必要な施策 ５ 数値目標等を達成するために必要な施策

（小児医療体制等の確保） （小児医療体制等の確保）

相談支援体制等 相談支援体制等

○ ＡＥＤの使用方法を含む救急蘇生法等講習会を実施します。 ○ ＡＥＤの使用方法を含む救急蘇生法等講習会を実施します。

○ 小児救急電話相談事業を適切に運用し、救急医療情報システムの活用を促進すると ○ 小児救急電話相談事業を適切に運用し、救急医療情報システムの活用を促進すると

ともに、医療機関への適正な受診等に関する住民の理解を深めるなど、救急医療につ ともに、医療機関への適正な受診等に関する住民の理解を深めるなど、救急医療につ

いての啓発に努めます。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P46）】 いての啓発に努 めます。【関連：第３章第７節「救急医療体制」（P46）】

一般の小児医療及び初期小児救急医療体制 一般の小児医療及び初期小児救急医療体制

小児医療については、できるだけ患者の身近なところで提供されることが望ましい 小児医療については、できるだけ患者の身近なところで提供されることが望ましい

ことから、小児救急医療地域研修事業を実施し、一般の小児医療及び初期小児救急医 ことから、小児救急医療地域研修事業を実施し、一般の小児医療及び初期小児救急医

療を担う病院・診療所の維持や確保に努めます。 療を担う病院・診療所の維持や確保に努めます。

小児専門医療及び入院小児救急医療体制 小児専門医療及び入院小児救急医療体制

○ 第二次医療圏ごとに小児医療の中核的な医療機関として「北海道小児地域医療セン ○ 第二次医療圏ごとに小児医療の中核的な医療機関として「北海道小児地域医療セン

ター」を、センターの未整備圏域では「北海道小児地域支援病院」を選定し、専門医 ター」を、センターの未整備圏域では「北海道小児地域支援病院」を選定し、専門医

療及び入院を要する小児患者に対応する小児救急医療の提供体制や搬送体制の確保に 療及び入院を要する小児患者に対応する小児救急医療の提供体制や搬送体制の確保に

努めます。 努めます。

○ 小児専門医療を担う病院における小児科医師の勤務環境の改善を図るため、地域の ○ 小児専門医療を担う病院における小児科医師の勤務環境の改善を図るため、地域の

開業医や総合診療医、関係機関との幅広い連携体制の構築に努めます。 開業医や総合診療医、関係機関との幅広い連携体制の構築に努めます。

16.3
全国平均

以上
現状より増加
（R2： 18.6）

令和２年
医師・歯科医師・薬剤師統計
［厚生労働省］

7 21 全圏域での実施
令和３年　NDB
［厚生労働省］

8 21 全圏域での実施
令和３年　NDB
［厚生労働省］

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調べ
（令和５年４月現在）

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調べ
（令和４年４月現在）

実施件数等 86.4
全国平均

以下
現状より減少
（R3： 86.0）

救急搬送における医療機関の受
入れ状況等実態調査
（令和３年）

住 民 の
健康状態等

乳児死亡率（千対） 出生数 2.2
全国平均

以下
現状より減少

（R4： 1.8）
令和４年人口動態調査
［厚生労働省］

小児医療を行う医師数（小児人口１万人対）（人）

小児の訪問看護を実施している訪問看護事業所
のある第二次医療圏数（医療圏）

小児の訪問診療を実施している医療機関のある
第二次医療圏数（医療圏）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R11）

目標値
の考え方

現状値の出典（年次）現状値

体制整備

体制確保に
係 る 圏 域

小児搬送のうち現場滞在時間が30分以上の件
数(人口10万人当たり件数）

小児二次救急医療体制が確保されている第二
次医療圏数（医療圏）

北海道小児地域医療センター、北海道小児地域
支援病院による提供体制が確保されている第二
次医療圏数（医療圏）

16.3
全国平均

以上
現状より増加
（R2： 18.6）

令和２年
医師・歯科医師・薬剤師統計
［厚生労働省］

7 21 全圏域での実施
令和３年　NDB
［厚生労働省］

8 21 全圏域での実施
令和３年　NDB
［厚生労働省］

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調べ
（令和５年４月現在）

20 21 全圏域での確保
北海道保健福祉部調べ
（令和４年４月現在）

実施件数等 86.4
全国平均

以下
現状より減少
（R3： 86.0）

救急搬送における医療機関の受
入れ状況等実態調査
（令和３年）

住 民 の
健康状態等

乳児死亡率（千対） 出生数 2.1
全国平均

以下
現状より減少

（R3： 1.7）

令和３年
人口動態調査
［厚生労働省］

体制整備

体制確保に
係 る 圏 域

小児搬送のうち現場滞在時間が30分以上の件
数(人口10万人当たり件数）

小児二次救急医療体制が確保されている第二
次医療圏数（医療圏）

北海道小児地域医療センター、北海道小児地域
支援病院による提供体制が確保されている第二
次医療圏数（医療圏）

小児医療を行う医師数（小児人口１万人対）（人）

小児の訪問看護を実施している訪問看護事業所
のある第二次医療圏数（医療圏）

小児の訪問診療を実施している医療機関のある
第二次医療圏数（医療圏）

指標区分 指標名（単位）
目標値
（R11）

目標値
の考え方

現状値の出典（年次）現状値
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院の選定基準 北海道小児地域医療センター及び北海道小児地域支援病院の選定基準

＜北海道小児地域医療センターの選定基準＞ ＜北海道小児地域医療センターの選定基準＞

① 一定数以上の小児科の常勤医師が勤務していること ① 一定数以上の小児科の常勤医師が勤務していること

② 小児科の入院医療を提供していること ② 小児科の入院医療を提供していること

③ 小児二次救急医療を担っていること ③ 小児二次救急医療を担っていること

④ ＮＩＣＵを整備していること ④ ＮＩＣＵを整備していること

＜北海道小児地域支援病院の選定基準＞ ＜北海道小児地域支援病院の選定基準＞

次の要件のいずれかを満たす医療機関 次の要件のいずれかを満たす医療機関

（要件１） 北海道小児地域医療センターの選定基準のうち、①及び②を満た （要件１） 北海道小児地域医療センターの選定基準のうち、①及び②を満た

し、小児二次救急医療を担っている医療機関又は救急告示医療機関 し、小児二次救急医療を担っている医療機関又は救急告示医療機関

であり、かつ、分娩を行っている病院 であり、かつ、分娩を行っている病院

（要件２） 北海道小児地域医療センターの未整備圏域において、以下のア～ （要件２） 北海道小児地域医療センターの未整備圏域において、以下のア～

ウを満たす病院 ウを満たす病院

ア 小児科の常勤医師が勤務していること ア 小児科の常勤医師が勤務していること

イ 小児科の入院医療を提供していること イ 小児科の入院医療を提供していること

ウ 小児二次救急医療等を担っていること ウ 小児二次救急医療等を担っていること

（小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保） （小児高度専門医療や療養・療育支援体制の確保）

小児高度専門医療の提供 小児高度専門医療の提供

大学病院、北海道立子ども総合医療・療育センター、総合周産期母子医療センター 大学病院、北海道立子ども総合医療・療育センター、総合周産期母子医療センター

などにおいて、小児高度専門医療を提供します。 などにおいて、小児高度専門医療を提供します。

療養・療育支援体制の確保 療養・療育支援体制の確保

○ 発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、在宅医療や療育、短 ○ 発達障がいの子ども、重症心身障がい児、医療的ケア児等が、在宅医療や療育、短

期入所等の福祉サービスなどの支援を身近な地域で受けられるよう、地域生活を支援 期入所等の福祉サービスなどの支援を身近な地域で受けられるよう、地域生活を支援

する体制の充実に努めます。 する体制の充実に努めます。

○ 北海道医療的ケア児等支援センターを中心として、医療的ケア児及びその家族への ○ 北海道医療的ケア児等支援センターを中心として、医療的ケア児及びその家族への

支援体制の構築に努めます。 支援体制の構築に努めます。

○ 退院後の医療的ケア児等の保護者の負担を軽減するための、レスパイト等の受入体 ○ 退院後の医療的ケア児等の保護者の負担を軽減するための、レスパイト等の受入体

制の確保に努めます。 制の確保に努めます。

小児在宅医療の提供体制の確保 小児在宅医療の提供体制の確保 ● 小児在宅医療につい

○ 小児在宅医療の担い手を育成するため、医師・看護師等の医療従事者に対する普及 小児在宅医療の担い手を育成するため、医師・看護師等の医療従事者に対する普及 て追加

啓発や研修会の開催等に取り組むとともに、小児に対する訪問診療への同行研修や診 啓発や研修会の開催等に取り組むとともに、在宅療養中の小児の状態が急変した際な

断方法等に関する講習等、医師の技術習得が図られるよう、実践的な取組を実施しま どに適切に対応できるよう、小児在宅医療を担う医療機関と後方支援を担う医療機関

す。 との連携体制の構築や北海道立子ども総合医療・療育センター等における小児高度専

○ 在宅療養中の小児の状態が急変した際などに適切に対応できるよう、小児在宅医療 門医療を提供する体制の確保に努めます。

を担う医療機関と後方支援を担う医療機関との連携体制の構築や北海道立子ども総合 また、地域の実情に応じた在宅生活の支援体制の構築に向けて、保健・医療・福祉・

医療・療育センター等における小児高度専門医療を提供する体制の確保に努めます。 教育等の関係者間の連携促進に取り組みます。

○ 医療的ケア児及びその家族を含む小児等の在宅生活について、小児期から成人期と

いったフェーズの変化や地域の実情に応じた支援体制の構築に向けて、保健・医療・

福祉・教育等の関係者間の連携促進に取り組みます。

○ 医療的ケア児のＮＩＣＵ等からの退院支援について、在宅医療を担う医療機関と入

院医療機関が連携して対応することができるよう、訪問診療医のグループと後方支援

を行う医療機関との連携体制の構築に向けた支援を行います。
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

（小児期医療から成人期医療への移行支援） ● 移行期医療支援につい

北海道医療センター内に移行期医療支援センターを設置し、小児慢性特定疾病児童 て追加

やその家族、医療機関からの相談に対応するほか、移行に必要な調整や支援を行うな

ど、小児期医療から成人期医療への円滑な移行を支援します。

【関連：第４章第３節「難病対策」（P ）】

（災害時を見据えた小児医療体制） （災害時を見据えた小児医療体制）

〇 災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や地域の中 ○ 災害時に小児患者に適切な医療や物資が提供されるよう、災害拠点病院や地域の中

核的医療機関等の連携体制の確保を進めるなど災害時における小児医療体制の構築に 核的医療機関等の連携体制の確保を進めるなど災害時における小児医療体制の構築に

努めます。【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P56）】 努めます。【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P56）】

○ 「北海道災害時小児周産期リエゾン」を任命し、災害時に保健医療福祉調整本部等 ○ 「北海道災害時小児周産期リエゾン」を任命し、災害発生時に保健医療福祉調整本 ● 所要の文言修正

において、「北海道災害医療コーディネーター」をサポートし、被災地の医療ニーズ等 部等において、「北海道災害医療コーディネーター」をサポートし、被災地の医療ニ

の把握、分析や周産期医療に関する助言や支援を行える体制整備を図ります。 ーズ等の把握、分析や周産期医療に関する助言や支援を行える体制整備を図ります。

【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P ）】 【関連：第３章第８節「災害医療体制」（P ）】

（小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策） （小児医療における新興感染症の発生・まん延への対策）

新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療等が 新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療等が

提供できるよう、「北海道感染症対策連絡協議会」等を活用し、関係者や関係機関と 提供できるよう、「北海道感染症対策連絡協議会」等を活用し、関係者や関係機関と

協議の上、平時からの計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医 協議の上、平時からの計画的な準備に努めます。また、主に当該感染症に対応する医

療機関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう努めま 療機関等と当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう努めま

す。 す。

６ 医療連携圏域の設定 ６ 医療連携圏域の設定

小児医療（小児救急医療）に係る医療連携圏域は、疾病や症状等に応じて、それぞ 小児医療（小児救急医療）に係る医療連携圏域は、疾病や症状等に応じて、それぞ

れ本計画に定める次の医療圏単位を基本とします。 れ本計画に定める次の医療圏単位を基本とします。

第一次医療圏 第一次医療圏

初期救急を含む一般の小児医療を担うのは、原則、市町村を単位とする第一次医療 初期救急を含む一般の小児医療を担うのは、原則、市町村を単位とする第一次医療

圏とします。 圏とします。

第二次医療圏 第二次医療圏

第二次医療圏を小児医療圏とし、専門医療及び入院を要する小児救急医療を含む比 第二次医療圏を小児医療圏とし、専門医療及び入院を要する小児救急医療を含む比

較的高度で専門性の高い医療サービスを提供します。 較的高度で専門性の高い医療サービスを提供します。

なお、専門医療や二次救急医療の完結しない医療圏においては、他の圏域の医療機 なお、専門医療や二次救急医療の完結しない医療圏においては、他の圏域の医療機

関や消防機関と連携を図りながら、必要な医療の確保に努めます。 関や消防機関と連携を図りながら、必要な医療の確保に努めます。

第三次医療圏 第三次医療圏

第三次医療圏ごとに、高度・専門医療及び重篤な小児患者に対する救命医療を含む 第三次医療圏ごとに、高度・専門医療及び重篤な小児患者に対する救命医療を含む

高度で専門的な医療サービスを提供します。 高度で専門的な医療サービスを提供します。
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

７ 医療機関等の具体的名称 ７ 医療機関等の具体的名称

北海道小児地域医療センター 北海道小児地域医療センター

第10章別表参照 第10章別表参照

北海道小児地域支援病院 北海道小児地域支援病院

第10章別表参照 第10章別表参照

小児二次救急医療体制

小児二次救急医療体制

【小児救急医療支援事業参加病院（39施設）】 令和５年４月現在 【小児救急医療支援事業参加病院（39施設）】 令和５年４月現在

＊ 小児医療に係る医療機関名簿は、第10章別表により随時更新 ＊ 小児医療に係る医療機関名簿は、第８章別表により随時更新 ● 所要の文言修正

第 三 次 第 二 次
小児救急医療支援事業実施状況

医 療 圏 医 療 圏
事業開始時期 病院数 参　加　病　院  名

道 南 南 渡 島 平成22年４月 ３ 函館中央病院、市立函館病院、共愛会病院

南 檜 山 平成22年４月 １ 北海道立江差病院

北 渡 島
檜 山

平成22年４月 １ 八雲総合病院

道 央 札 幌 平成12年４月 11

ＮＴＴ東日本札幌病院、ＪＡ北海道厚生連札幌厚
生病院、市立札幌病院、天使病院、札幌徳洲会病
院、札幌北楡病院、札幌北辰病院、ＫＫＲ札幌医
療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院、北海道医療センター、手稲渓仁会病
院

後 志 平成18年10月 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

南 空 知 平成19年１月 ２ 岩見沢市立総合病院、市立美唄病院

中 空 知 平成18年４月 ３ 砂川市立病院、滝川市立病院、市立赤平総合病院

北 空 知 平成22年４月 ※(ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院)

西 胆 振 平成18年４月 ２ 日鋼記念病院、社会医療法人製鉄記念室蘭病院

東 胆 振 平成22年４月 １ 苫小牧市立病院

日 高 平成22年４月 １ 総合病院浦河赤十字病院

道 北 上 川 中 部 平成22年４月 １ ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院

上 川 北 部 平成18年１月 １ 名寄市立総合病院

富 良 野 平成22年４月 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

留 萌 平成22年４月 １ 留萌市立病院

宗 谷 平成18年４月 １ 市立稚内病院

オ ホ ー ツク 北 網 平成22年４月 １ 北見赤十字病院

遠 紋 平成22年４月 １ ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

十 勝 十 勝 平成13年８月 ２
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院、
社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院

釧 路 ・ 根室 釧 路 平成22年４月 ２ 総合病院釧路赤十字病院、市立釧路総合病院

根 室 平成22年４月 ２ 市立根室病院、町立中標津病院

39 施設合　　　　　　計

第 三 次 第 二 次
小児救急医療支援事業実施状況

医 療 圏 医 療 圏
事業開始時期 病院数 参　加　病　院  名

道 南 南 渡 島 平成22年４月 ３ 函館中央病院、市立函館病院、共愛会病院

南 檜 山 平成22年４月 １ 北海道立江差病院

北 渡 島
檜 山

平成22年４月 １ 八雲総合病院

道 央 札 幌 平成12年４月 11

ＮＴＴ東日本札幌病院、ＪＡ北海道厚生連札幌厚
生病院、市立札幌病院、天使病院、札幌徳洲会病
院、札幌北楡病院、札幌北辰病院、ＫＫＲ札幌医
療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構
北海道病院、北海道医療センター、手稲渓仁会病
院

後 志 平成18年10月 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

南 空 知 平成19年１月 ２ 岩見沢市立総合病院、市立美唄病院

中 空 知 平成18年４月 ３ 砂川市立病院、滝川市立病院、市立赤平総合病院

北 空 知 平成22年４月 ※(ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院)

西 胆 振 平成18年４月 ２ 日鋼記念病院、社会医療法人製鉄記念室蘭病院

東 胆 振 平成22年４月 １ 苫小牧市立病院

日 高 平成22年４月 １ 総合病院浦河赤十字病院

道 北 上 川 中 部 平成22年４月 １ ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院

上 川 北 部 平成18年１月 １ 名寄市立総合病院

富 良 野 平成22年４月 １ 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院

留 萌 平成22年４月 １ 留萌市立病院

宗 谷 平成18年４月 １ 市立稚内病院

オ ホ ー ツク 北 網 平成22年４月 １ 北見赤十字病院

遠 紋 平成22年４月 １ ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

十 勝 十 勝 平成13年８月 ２
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院、
社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院

釧 路 ・ 根室 釧 路 平成22年４月 ２ 総合病院釧路赤十字病院、市立釧路総合病院

根 室 平成22年４月 ２ 市立根室病院、町立中標津病院

39 施設合　　　　　　計
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割 ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

子どもの発達障がい等に対する支援として、できるだけ身近なところで適切な歯科 子どもの発達障がい等に対する支援として、できるだけ身近なところで適切な歯科

保健医療サービスを受けられるよう、障がい者歯科医療協力医及び協力歯科衛生士の 保健医療サービスを受けられるよう、障がい者歯科医療協力医及び協力歯科衛生士の

確保と資質の向上に努めます。 確保と資質の向上に努めます。

９ 薬局の役割 ９ 薬局の役割

子どもを持つ家族からの相談に対応するため、「健康サポート薬局」等、かかりつ

子どもを持つ家族からの相談に対応するため、「健康サポート薬局」等、かかりつ け薬局・薬剤師を普及するとともに、地域の薬局が相互に連携し、休日や平日の診療

け薬局・薬剤師を普及するとともに、地域の薬局が相互に連携し、休日や平日の診療 時間外における調剤応需のほか、市販薬を含めた医薬品や衛生材料等の供給体制の充

時間外における調剤応需のほか、市販薬を含めた医薬品や衛生材料等の供給体制の充 実に努めます。

実に努めます。

10 訪問看護事業所の役割 10 訪問看護事業所の役割

在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、小児等の成長発達 在宅医療を必要とする小児等が地域で安心して療養できるよう、小児等の成長発達

に応じた看護を提供するとともに、保健・医療・福祉・保育・教育などの関係者と連 に応じた看護を提供するとともに、保健・医療・福祉・保育・教育などの関係者と連

携し、小児及びその家族の支援の充実に努めます。 携し、小児及びその家族の支援の充実に努めます。
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素案（案） 素案（たたき台） 備 考

● メディカルウイングに

よる搬送について追加

三次救急医療（２４時間）

初期救急医療（休日・夜間）

二次救急医療（休日・夜間）

■重症救急患者の入院治療
○小児救急医療支援事業参加病院

（小児の輪番制参加病院） ［20圏域］

小 児 医 療 連 携 体 制

■重篤救急患者の救命治療
○救命救急センター [13施設]

（令和５年４月現在）

■軽症救急患者の治療
○休日夜間急患センター

○在宅当番医制参加病院

●小児救急医療地域研修事業

軽
症

重
症

重
篤

高度専門医療等

救
急
搬
送
等

一般の小児医療

専門医療等

連

携

連

携

消 防 機 関 等 救急

● 小児救急電話相談事業（＃８０００、看護師常駐・小児科医師バックアップ体制）
● 北海道救急医療・広域災害情報システム〈24時間体制で医療機関情報を提供〉
● 北海道周産期救急情報システム（医療機関・消防機関等への情報提供）
● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動 など

■情報提供・相談支援体制

小児患者（保護者）

連携

連携

発症

■高度で専門的な小児医療
（難病・先天性疾患・がん治療等）

[大学病院、

北海道立子ども総合医療・療育センター、

総合周産期母子医療センターなど ]

■特定分野の小児医療
■新生児医療
■医学的リハビリ、療育、在宅医療など

［北海道小児地域医療センター、
北海道小児地域支援病院、
地域周産期母子医療センター、
在宅医療を実施している診療所など］

■地域に必要な一般小児医療

■療育・療養が必要な小児に対する支援

［小児科病院・診療所、療育施設、

訪問看護事業所等］

参画

受
診

メディカルウイング
による搬送



札幌圏域江別地区における
病院群輪番制病院の設置について

資料４



概 要 ①
１ 報告内容
病院群輪番制病院の実施について、事業者である江

別市から事業計画書の提出があり、内容審査の結果、
下記のとおり適正と認められるので承認した。（病院
群輪番制開始日：令和５年１０月１日）

・札幌二次医療圏江別地区における病院群輪番制の
実施について、札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議
の承認を得ている（承認日：９月１３日）

・二次救急医療機関として、救急患者を受け入れる
体制が整備されている



概 要 ②
２ 事業計画書の概要
対象市町村 江別市、当別町、新篠津村

参加病院 病床数 救急
告示

当番
予定
日数

当番日の診療体制

医師 看護
師

放射
線技
師

検査
技師

薬剤
師

江別市立病院 ３３７ ● １４５ ２
(５)

４
(４)

１
(１)

１

医療法人渓和会
江別病院

１９９ ● １２０ ２
(５)

１４
(２)

１
(１)

１
(１) (１)

医療法人社団
藤花会
江別谷藤病院

１２２ ● １００ ３
(１)

８ １
(１) (１) (１)

※（ ）内はオンコールで別掲



札幌圏域構成図

当別町

江別市

千歳市

北広島市

恵庭市

石狩市

新篠津村

札幌市

千歳地区（H26.4設置）

当別町

江別市

千歳市

北広島市

恵庭市

千歳地区（H26.4設置）

新篠津村

石狩市

江別地区（R5.10設置）

札幌市
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事業者
（市町村）

保健医療福
祉圏域連携
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保
健
所

道
庁
（
地
域
医
療
課
）

北
海
道
総
合
保
健
医
療
協
議
会
救
急
医
療
専
門
委
員
会
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事
業
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画
書
提
示

②
事
業
計
画
書
承
認

③
実
施
計
画
提
出

③
実
施
計
画
提
出

④
決
定
通
知

⑤
報
告

【救急医療施設整備要領】

④
通
知


